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第１章 総則 

本仕様書は、掛川市（以下、「本市」という。）が発注する令和6年度～令和7年度 海岸防災林強

化事業掛川市環境保全センター解体工事（以下「本工事」という）に適用する。 
 
第１節 工事概要 

１．工事の目的 
本市では、施設の老朽化により平成20年にごみ焼却施設を閉鎖した。本工事は、掛川市環境保

全センターの解体撤去を目的とする。 
 
２．基本的事項 

本工事は関係法令、通達事項等を厳守し、作業従事者への有害物質ばく露防止対策を徹底する

とともに、周辺環境への影響の低減に最大限努めること。特に、ダイオキシン類については、「廃

棄物焼却施設内におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」［平成13年4月25日基発第401号、平

成26年1月10日基発0110第1号による改正］（以下、｢要綱｣とする）に基づき、作業従事者のダイオ

キシン類ばく露防止対策を徹底するとともに、アスベストに関しても「石綿障害予防規則」［平成

17年厚生労働省令第21号 令和4年厚生労働省令第91号による改正］に基づき、作業従事者へのば

く露防止対策の徹底を図ること。 

なお、対象施設のある地域は遠州灘に面し、常時、西風が強いことから、工事のすべての工程

において、工作物及び仮設物の転倒や飛散に十分に注意すること。また、解体工事や進入車両等、

騒音や振動、粉塵について周辺環境・住民への影響に十分に配慮すること。 
 
３．工事名称 

令和6年度～令和7年度 海岸防災林強化事業 

掛川市環境保全センター解体工事 
 
４．工事の場所 

静岡県掛川市浜野4123番地（「図-1 広域位置図」参照） 
 
５．工 期 

着 手 ： 契約を締結した日 

完 了 ： 令和 ７年１２月１２日 

 

６．解体撤去後の跡地利用 
防潮堤 

 

７．参考資料 
参考資料１ 参考数量書、残置物処理（概算内訳書） 

参考資料２ 環境保全センター図面集 

参考資料３ 地下存置範囲図 

参考資料４ アスベスト事前調査結果詳細 
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第２節 解体施設の概要と適用範囲 

解体対象は以下及び「図-2 施設配置図」に示す設備及び構造物とする。対象施設の詳細は、図

面集及び設計書、参考数量書、残置物処理（概算内訳書）に示すとおりとする。 

 

１．施設概要 
（１）ごみ焼却施設 

ア 名 称  掛川市環境保全センターごみ焼却施設 

イ 処理能力  35t/日（17.5t/8H×2炉） 

ウ 形 式  機械化バッチ燃焼式［ユニチカ㈱製ストーカ式］ 

エ 構 造  鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 

オ 煙 突  59m（鉄筋コンクリート造） 

カ 建築面積  2088.05m2 

キ 延床面積  3484.92m2 

ク 竣工年月  平成7年3月 

ケ 停止年月  平成20年5月 

 

（２）粗大ごみ処理施設 

ア 名 称  掛川市環境保全センター粗大ごみ処理施設 

イ 処理能力  8t/日（5H） 

ウ 処理方式  衝撃せん断回転式破砕機（竪型） 

4 種選別（鉄、アルミ、可燃物、不燃物） 

エ 竣工年月  平成7年3月 

オ 停止年月  平成20年5月 

 

（３）その他施設 

ア 車庫棟 
（ア） 構 造  鉄骨造 

（イ） 建築面積  251.62㎡ 
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２．主要設備概要 
（１）ごみ焼却施設 

ア 受入・供給設備 

ごみ計量機（ロードセル式、秤量20ｔ）    1基 

ごみ投入扉（2枚折れ観音開き式）    2基 

ごみピット（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、490m3）［12.75m(W)×7.0m(L)×5.5m(H)] 1基 

ごみクレーン（ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｹｯﾄ付天井走行、吊上げ荷重5t ）1基予備 2基 

ダンピングボックス（油圧傾動式）     1基 

可燃性粗大ごみ破砕機（ギロチン式）    1基 

イ 燃焼設備 

投入ホッパ（鋼板角型、下部水冷ジャケット）    2基 

給じん装置（ブッシャ式）      2基 

火格子（油圧駆動階段式乾燥･燃焼･後燃焼ストーカ）   2基 

焼却炉本体（火格子面積14.85㎡、燃焼室容積53.89m3）  2炉 

ウ 燃焼ガス冷却設備 

ガス冷却設備（水噴射式、容量40.181m3）    2基 

噴射水槽（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、51m3）     1基 

エ 排ガス処理設備 

バグフィルタ（ガス量25,400m3N/h、集じん面積587㎡）   2基 

塩化水素除去装置[乾式(消石灰)、ｶﾞｽ量21,140m3N/h]  2基 

消石灰貯槽（鋼板製円筒竪形、8m3）    1基 

消石灰定量供給装置（ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞ）    2台 

オ 余熱利用設備 

温水発生器（3.75m3/h、伝熱面積15㎡）1基予備   2基 

温水タンク（2m3）      1基 

給湯タンク（2m3）      1基 

給湯用熱交換器（伝熱面積0.33㎡）     1台 

カ 通風設備 

押込送風機（ﾀｰﾎﾞ形、300m3/min）     2台 

炉冷却用送風機（ﾀｰﾎﾞ形、160m3/min ）    2台 

ガス温度調節送風機（ﾀｰﾎﾞ形、80m3/min）    2台 

空気余熱器（ﾌﾟﾚｰﾄ式、伝熱面積67㎡）    2基 

余熱利用送風機（ﾀｰﾎﾞ形、407m3/min）    1台 

白煙防止用空気加熱器（ﾌﾟﾚｰﾄ式、伝熱面積143㎡）   2基 

風道（鋼板製）       2炉分 

煙道炉～ｶﾞｽ冷、鋼板製耐火物内貼り、断面積2.4㎡）   2炉分 

煙道ダクト（鋼板製）      2炉分 

誘引送風機（ﾀｰﾎﾞ形、810m3/min）     2台 

煙突（RC造角型、高さ59m、頂部口径1.27m）    1基 
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キ 灰出し設備 

灰出コンベヤ１（水封式ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞﾔ）    1基 

灰出コンベヤ２（ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞﾔ）     1基 

灰積み出し装置（ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸﾞ詰込み式、6m3）    1基 

ダスト搬送コンベヤ（ｼﾝｸﾞﾙﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞﾔ）    1基 

ダストサイロ（鋼板製、3m3）      1基 

ダスト供給装置       1基 

セメントサイロ（鋼板製、2m3）     1基 

セメント供給装置      1基 

ダスト・セメントコンベヤ     1基 

混錬造粒機（517kg/h）      1基 

加湿水タンク（500ℓ）      1基 

養生コンベヤ（ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ）     1基 

集じん装置（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀ、30m3/min）     1基 

ク 給排水設備 

プラント水受水槽（RC造、47m3）     1基 

プラント用水高架水槽（FRP製、15m3）    1基 

生活用受水槽（FRP製、2m3）     1基 

ケ 排水処理設備 

ごみピット排水貯留槽（RC造、3.5m3）    1基 

ごみ汚水ろ過器（1.75m3/h）      1基 

ろ液貯留槽（FRP製、1m3）      1基 

雑排水槽（RC造、6m3）      1基 

流量調整槽（RC造、22m3）      1基 

沈殿槽（3m3）       1基 

薬液タンク（PAC50ℓ、苛性ｿｰﾀﾞ50ℓ、凝集剤100ℓ）   各1基 

汚泥濃縮槽（FRP製、0.5m3）     1基 

ろ過器（特殊型繊維ろ過器、PVC製、20m/h）    1基 

曝気ブロワ（ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ、1m3/m）1基予備    2基 

 

（２）粗大ごみ処理施設 

ア 受入・供給設備 

受入ホッパ（20m3）［4.0m(W)×4.0m(L)×1.5m(H)］   1基 

供給コンベヤ       1基 

イ 破砕・圧縮設備 

供給フィーダ       1基 

切断機        1基 

破砕機        1基 
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ウ 搬出設備 

搬出コンベヤ       1基 

可燃物コンベヤ№１      1基 

可燃物コンベヤ№2      1基 

切断物コンベヤ№１      1基 

切断物コンベヤ№２      1基 

エ 選別設備 

磁力選別機       2基 

不燃物・可燃物等分離装置離装置     1基 

風力選別機       1基 

アルミ選別機機       1基 

オ 貯留設備 

鉄貯留ホッパ       1基 

アルミ貯留ホッパ      1基 

不燃物貯留ホッパ      1基 

圧縮装置       1基 

カ 集塵設備 

サイクロン       1基 

バグフィルタ（ガス量150m3N/min、集じん面積60㎡）   1基 

排風機（ガス量150m3N/min）     1基 

 

※ すべての数量及び寸法等の詳細は、現地、参考数量書、残置物処理（概算内訳書）の数量及び

別添図面集から判断すること。参考数量書、残置物処理（概算内訳書）の数量が現地と異なる

場合は現地のものを優先すること。 

 

３．適用範囲 
本仕様書は本工事の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事

項であっても、本工事を遂行するために必要な工事、測定並びに、周辺環境への影響の低減、

作業従事者のダイオキシン類、アスベスト等有害物質のばく露防止及び適正な廃棄物の処理等

本工事の性質上、当然必要とされる全ての事項については、受注者の責任において実施するも

のとする。 
(1) 仮設工事（第 2 章、第 1 節） 

(2) ダイオキシン類等ばく露防止対策工事（第 2 章、第 2 節） 

(3) 作業従事者のダイオキシン類等ばく露防止対策（第 2 章、第 3 節） 

(4) 汚染物除去工事（第 2 章、第 4 節） 

(5) 解体撤去工事（第 2 章、第 5 節） 

(6) 解体廃棄物の処理（第 2 章、第 6 節） 

(7) 環境等の調査（第 2 章、第 7 節） 
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第３節 一般事項 

１．関係法令等の遵守 
本工事にあたっては以下の関係法令を遵守すること。 

（1）労働基準法及び同施行規則 

（2）労働安全衛生法、同施行令及び労働安全衛生規則 

（3）循環型社会形成推進基本法 

（4）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（5）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、同施行令及び同施行規則 

（6）資源の有効な利用の促進に関する法律及び同施行令 

（7）環境基本法 

（8）ダイオキシン類対策特別措置法、同施行令及び同施行規則 

（9）大気汚染防止法、同施行令及び同施行規則 

（10）水質汚濁防止法、同施行令及び同施行規則 

（11）土壌汚染対策法、同施行令及び同施行規則 

（12）騒音規制法、同施行令及び同施行規則 

（13）振動規制法、同施行令及び同施行規則 

（14）悪臭防止法、同施行令及び同施行規則 

（15）地球温暖化対策の推進に関する法律及び同施行令及び同施行規則 

（16）フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律、同施行令及び同施行規則 

（17）建築基準法、同施行令及び同施行規則 

（18）消防法、同施行令及び同施行規則 

（19）高圧ガス保安法及び同施行令 

（20）建設業法、同施行令及び同施行規則 

（21）電気事業法、同施行令及び同施行規則 

（22）作業環境測定法、同施行令及び同施行規則 

（23）石綿障害予防規則 

（24）廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 

（25）廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の解説 

（26）廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（（公社）日本保安用品協会） 

（27）ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（環境省水・大気環境局土壌環境課 ） 

（28）ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（環境省水・大気環境局総務課、大気環境

課） 

（29）工業用水・工業排水中のダイオキシン類の測定方法（JIS K 0312：2020） 

（30）廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル（環境省大臣官房廃棄物・リサイ

クル対策部廃棄物対策課長通知） 

（31）建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（厚生労働省労働基準局安全衛生部化

学物質対策課 環境省水・大気環境局大気環境課） 

（32）非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策

部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長通知） 
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（33）非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針 

（34）石綿含有廃棄物処理マニュアル第3版（環境省環境再生・資源循環局） 

（35）石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル2.20版（厚生労働省） 

（36）建築物石綿含有建材調査マニュアル（国土交通省） 

（37）建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（厚

生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課） 

（38）廃石綿等の適正処理の徹底について（環境省大臣官房官廃棄物・リサイクル対策部長通知） 

（39）石綿（アスベスト）の大気環境中への飛散防止の徹底について（環境省環境管理局長通知） 

（40）国土交通省「石綿（アスベスト）含有建材データベース」（国土交通省・経済産業省 Web

サイト） 

（41）建築物の解体工事における外壁の崩落等による事故防止対策について（建築物の解体工事

の事故防止対策に関する検討会） 

（42）建設副産物適正処理推進要綱 

（43）静岡県環境基本条例 

（44）静岡県地球温暖化防止条例及び同施行規則及び同施行規則 

（45）静岡県生活環境の保全等に関する条例及び同施行規則 

（46）静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例及び同施行規則 

（47）土木工事共通仕様書（静岡県交通基盤部監修） 

（48）土木工事施工管理基準（静岡県交通基盤部監修） 

（49）静岡県産業廃棄物適正処理指導要綱 

（50）掛川市環境基本条例 

（51）掛川市良好な生活環境の確保に関する条例及び同施行規則 

（52）掛川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び施行規則 

（53）その他関係する法令、規則、通知及び基準等を厳守すること 

 

２．契約不適合責任 
設計図書（「第 1 章、第 6 節提出図書」に示す図書）に明記した工事の機能、性能に関する内容

はすべて受注者の責任において保障する。また、本工事で施工中または完了した部分であっても、

契約不適合責任が発生した場合は、受注者の責任において変更しなければならない。重大な契約

不適合責任についても同様とする。重大な契約不適合責任には、受注者の不備で周辺施設及び道

路を汚染、破損させた場合や、周辺環境及び地域等に影響を及ぼした場合を含むものとする。 

施工の契約不適合責任期間中に生じた契約不適合は、受注者が無償で修補する。ただし、天災

などの不測の事故に起因する場合はこの限りではない。 

 

３．許認可申請 
労働安全衛生法第 88 条及び労働安全衛生規則第 90 条第 5 号の 3 に定めるところにより、要綱

に示される解体工事の計画書を所轄労働基準監督署に届出すること。 

この手続きは受注者の経費負担で行い、その結果を本市に報告すること。 

その他関係官庁への許認可申請、報告、届出等の必要がある場合も、受注者の経費負担でその

手続きを行い、その結果を本市へ報告すること。 



8 

 

４．関係機関との協議 
関係機関との協議が必要な時、または協議を求められた時は誠意を持ってこれにあたること。

協議内容については議事録としてまとめ、関係資料を添えて本市に報告すること。 
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第４節 疑義・変更 

１．疑 義 
受注者は、本仕様書または工事施工中に疑義のある場合、もしくは工程に変更が生じた場合は

その都度本市と協議するものとし、本市の指示に従って施工すること。 

 

２．変更 
施工中に工事内容の変更もしくは本工事以外の工事の必要が生じた場合は、その都度、本市と

その対応について協議するものとする。その際に必要となる資料は受注者が作成する。 

本工事にあたり、図面等の数量、寸法、重量等の相違及び分析結果の基準値超過等によるサン

プリングや、施工等に変更が生じた場合は、本市との協議において、性能発注として本工事に含

まれると判断した内容の請負金額の変更は行わない。 

 
第５節 その他 

１．作業日 
原則として、週休2日作業とする。また、休日・夜間作業を実施する場合、本市と協議を行い了

承を得た上で作業届を提出すること。尚、バックホウ等を用いた作業は日曜日に行わないこと。 

 

２．作業時間 
１日の作業時間は昼間（午前8：00から午後5：00迄を基本とし、地元の要望を踏まえて指定）

のみとし、夜間作業は行わないこと。 

 

３．騒音・振動 
工事区域近隣には住宅及び水産養殖場がある。騒音・振動について十分配慮のうえ施工するこ

と。 

 

４．工事関係車両 
工事関係車両は道路交通法を遵守し、一般車両・歩行者等の通行を優先させること。 

また、工事区域への車両進入の際は近隣住民への配慮を怠らないこと。 

 

５．交通誘導員 
工事関係車両（作業員の通勤車両を除く）が工事区域に出入りする際は、交通誘導員を配置す

ること。ただし、廃棄物の搬出時のほかは、常時誘導員を配置する必要はない。 

 

６．建設機械 
本工事において使用する建設機械は、「特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律（平成17年

5月25日公布 平成17年法律第51号 平成29年法律第41号による改正」に基づき指定された排出ガ

ス対策型建設機械及び「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成9年7月31日 平成9

年建設省告示第1536号 平成13年4月9日国土交通省告示第487号による改正）」に基づき指定され

た低騒音・低振動型建設機械の使用に努めること。 
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７．住民説明会 
本市が地元説明会等を開催する際は出席し、具体的な施工方法、工程、環境保全対策等につい

て資料の作成及び説明を行うこと。 

 
８．健康管理体制 

    作業従事者の体調管理・健康チェックを日常から実施すること。     

また、夏場の作業では、日常の健康管理に加え、作業従事者に水分補給、塩分補給等の指導 

を行い、熱中症防止対策に努めること。 

 

９．定例会議 
契約締結後から工事完了まで定例会議を原則として毎月1回以上実施すること。 

定例会議のほか、本市または受注者の求めにより、随時会議を開催する。会議の資料作成、

議事録作成等は受注者が行い、速やかに本市へ提出すること。 

 

１０．秘密の保持 
受注者は、本工事を行うことにより知り得た事項、情報を本市の許可なしに他の調査等に使用

または公表してはならない。 
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第６節 提出図書 

受注者は、掛川市営繕工事提出書類一覧表、及び本仕様書に基づき次の図書を提出し、本市の

承認を得ること。図書はＡ４版を基本とする。 

１．契約後から施工前に必要となる図書 
（1）現場代理人、主任技術者等の通知書、経歴書（直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる

書類を添付すること）（以上、契約後速やかに提出すること。） 

（2）労災保険証書（写） 

（3）建設業退職金共済事業証紙購入状況報告書 

（4）施工体制台帳（施工体系図） 

（5）労働基準監督署に提出する解体工事計画届 

ア 解体作業を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 

イ 解体工事を行う焼却施設、建設物の概要を示す図面 

ウ 工事用機械、設備及び建設物等の配置を示す図面 

エ 工法の概要を示す書面及び図面 

オ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面及び図面 

（ア）ダイオキシン類ばく露防止のための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 

（除去処理工法、作業概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護具等）仮設・準備工事 

（イ）統括安全衛生管理体制を示す書面 

（ウ）特別教育等の労働安全衛生教育の実施計画 

（エ）解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果 

（オ）解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画 

（6）建設リサイクル法に係る「説明書」 

（7）再生資源利用計画、再生資源利用促進計画 

（8）関係官庁等申請図書（機械等設置届、溶接溶断作業届出書等） 

（9）廃棄物関連業者（収集運搬、中間処理、最終処分）との契約書及び業者の登録証の写し 

（10）工程表 

（11）アスベスト事前調査結果報告書（大気汚染防止法の改正に対応するもの） 

（12）緊急時の体制・対応 

（13）その他必要な図書 

 

２．完了時に必要な図書 
（1）完成届出書 

（2）工事工程月報 

（3）工事打合簿及びその関係資料 

（4）工事記録簿（作業内容、作業者数等） 

（5）汚染物除去記録書（作業者名、除去確認者名、除去方法、除去前後における写真） 

（6）労働安全対策実施報告（特別教育の実施状況、保護具の着用状況及び点検記録、災害防止

協議会開催記録、作業環境測定結果） 

（7）使用機械の管理記録（重機、発電機等）、仮設構造物の管理記録（足場等）、保安施設等の

管理記録（仮囲い等） 
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（8）公害防止対策実施報告（排気及び排水等の対応状況） 

（9）工事写真 

（10）再生資源利用計画（実施書）・再生資源利用促進計画（実施書） 

（11）廃棄物処理実績（品目別処理量及び搬出先） 

（12）マニフェストの写し※または電子マニフェストの受渡確認票 

※工期内にE票までの写しを提出すること 

（13）リサイクル伝票（写） 

（14）埋め戻した範囲及び深さ、埋め戻しに用いた材の内容等を記した図面 

（15）その他必要な図書 

 

３．図書の提出部数 
工事関係図書の提出部数は、紙ベースで３部提出するものとする。（市監督員用(発注者)、設計

監理者用、工事請負者用）ただし、本市より求めがあった場合にはその部数とする。電子データ

の存在するものに関しては、別途CD-R形式で提出すること。 
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第２章 工事の内容 

本工事は「図-2 施設配置図」に撤去対象施設として示す構造物を解体撤去すること。（ただし、

地下部に関しては第2章第5節（5）参照） 

騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう周辺環境を保全し、事故等が発生しな

いよう十分注意すること。また、作業従事者の健康、安全管理及び作業環境保全を確保すること。

本工事は、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設、煙突、車庫棟、外構等の解体を行うものであり工

事内容は以下のとおりである。 

 

第１節 仮設工事 

１．工事用仮囲い 
本工事にあたり、部外者の立ち入りを防ぎ、粉じん等の飛散や騒音を軽減するため、工事用仮

囲いを設置すること。「図-2施設配置図」に示す範囲に工事用仮囲い（万能鋼板で高さ3m）の設

置を必ず行い、その他の範囲については受注者の判断により必要な範囲に設置すること。工事用

仮囲いは相互にクランプ等で緊結し、出入口は仮囲いと同等の機能を有するものとすること。 

解体現場の立地環境において、沿岸部であり、特に西風を大きく影響を受けるため、仮設物の

日常点検を実施すること。 

 

２．工事用ユーティリティ 
工事用ユーティリティ費用（仮設水道、仮設電気、仮設高圧電気、その他）についてはすべて

受注者の負担とする。尚、必要に応じて仮設メーターを設置すること。 

なお、上水は隣接するグラウンドゴルフ場の水道が利用可能である。 

 

 

第２節 ダイオキシン類ばく露防止対策工事 

１．作業場所の分離・養生 
要綱に基づき、表-1に示す設備の汚染物除去作業場所を仮設の天井・壁等によって周囲から分

離するか、十分な強度を有する防炎シート等により密閉養生し、作業場所を管理区域として設営

すること。 

表-1 ダイオキシン類汚染設備 

設 備 名 汚 染 設 備 

燃焼設備 投入ホッパ2基、焼却炉2炉 

燃焼ガス冷却設備 ガス冷却室2基 

排ガス処理設備 バグフィルタ2基、噴射水槽 

余熱利用設備 温水発生器2基 

通風設備 

空気予熱器2基、余熱利用送風機1台、白煙防止用空気加熱

器2基、風道2式、煙道(焼却炉～ガス冷却室間)2式、煙道ダ

クト2式、誘引送風機2台、煙突1基 

灰出し設備 

灰出コンベヤ(1)1基、灰出コンベヤ(2)1基、灰積み出し装

置1基、ダスト搬送コンベヤ1基、ダストサイロ1基、ダス

ト供給装置1基、ダスト・セメントコンベヤ1基、混練造粒

機1基、養生コンベヤ1基、集じん装置1基 
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（1） 工場棟は、建屋の開口部へ防炎シートを用いて負圧密閉養生すること。建屋外周を養生

する必要はないが、屋根部が破損して雨漏りが生じている箇所があるため、それらの箇所

の密閉に留意すること。 

（2）煙突は、頂部及び底部のみを負圧密閉養生しても構わない。 

（3） 煙突に接続している煙道は腐食が進んでいるため、現位置での除染は不可能である。

飛散防止対策（シートでの被覆等）を講じた上で撤去し、管理区域内に運び込み、除染

及び解体を行うこと。 

（4） 洗浄等で発生する汚水の土壌への浸透拡散を防止するため、煙突等屋外部分の周囲、排

水処理装置の設置場所（設置する場合）、廃棄物の保管場所に土間コンクリートを打設する

とともに防液堤を設置すること。また、これ以外の場所も、必要に応じて同様のものを設置

すること。 

（5） 負圧密閉養生した前室を設置し、前室を通して重機や資材、廃棄物等物資の出し入れ

を行うこと。管理区域内の汚染物を含む粉じん等が周辺環境へ拡散することを防ぐた

め、前室は二重の扉を設置し、作業の開始前には、前室が負圧に保たれていることを確

認すること。また、工場棟と煙突の管理区域を分けて工事を行う場合は、それぞれに前

室を設置すること。 

 

２．発生源の湿潤化 
労働安全衛生規則第592条の4に定めるところにより、作業場においてダイオキシン類を含む発

生源を湿潤な状態にすること。また、それらと湿潤化に使用した水が飛散、流出、土壌浸透しな

いようにすること。 

アスベストのばく露防止にあっては、石綿障害予防規則第13条に定めるところにより、アスベ

ストを湿潤な状態にすること。 

 
３．安全保護具着脱用更衣室等の設置 

作業区域外の汚染のおそれのない場所に保護具着脱のための休憩･更衣室を設置すること。作

業場所と休憩･更衣室の間は密閉化すること。休憩･更衣室は 2 室以上に分割し、作業場所側の１

室には湿潤マットや汚染物除去用の散水設備等を設置し、同室と休憩・更衣を行う部分との間に

はエアシャワー設備を設置すること。 
なお、ダイオキシン類汚染物等の除去時に加え、設備等の解体時においても、作業従事者には

必ず休憩･更衣室で保護具の着脱を行わせ、その記録を残すこと。 
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第３節 作業従事者のダイオキシン類等有害物質ばく露防止対策 

工事にあたっては、要綱に基づき以下に示す作業従事者のダイオキシン類等有害物質ばく露防止

の徹底を図ること。 
 
１．安全管理体制の確立 

労働安全衛生法第15条に定めるところにより、統括安全衛生責任者または元方安全衛生管理者

等を選任し、統括安全衛生管理体制の確立を図ること。統括安全衛生責任者または元方安全衛生

管理者等は、監理技術者の資格者証を有すること。 

また、労働安全衛生法第30条に定めるところにより、全ての作業従事者に安全衛生上必要な指

導を行うとともに、全ての作業従事者が参加する協議組織を設置し、混在作業による危険の防止

に関して協議すること。 

 
２．特別教育 

労働安全衛生法第59条に定めるところにより、作業従事者に安全衛生教育を行うこと。また、

作業方法、手順、留意すべき事項等を予め作業従事者に周知すること。 

ダイオキシン類のばく露防止にあっては労働安全衛生規則第592条の7及び安全衛生特別教育

規程に定めるところにより、作業従事者に特別教育を行うこと。特別教育の講師は中央労働災害

防止協会による｢ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクター課程｣の修了者とするこ

と。また、特別教育の受講終了者に「講習終了証」を発行し、終了証を所持しない場合は作業に

従事させないこと。 

アスベストのばく露防止にあっては、労働安全衛生規則第36条及び石綿障害予防規則第27条に

定めるところにより、作業従事者に特別教育を行うこと。また、特別教育の受講終了者に「講習

終了証」を発行し、終了証を所持しない場合は作業に従事させないこと。 

なお、作業従事者が他の作業場において6ヶ月を超えない期間内にこれらの教育を受けている

場合は、それを証するものの提出をもって、教育を実施したものとする。 

 
３．作業指揮者の選任 
ダイオキシン類のばく露防止にあっては労働安全衛生規則第592条の6に定めるところにより、

作業指揮者を選任するとともに、作業従事者の保護具着用状況等の確認を行わせること。作業指

揮者は特定化学物質等作業主任者技能講習の修了者か、中央労働災害防止協会による作業指揮者

養成研修の修了者とすること。 

アスベストのばく露防止にあっては、石綿障害予防規則第 19 条及び第 20 条に定めるところに

より、石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、作業従事者の指揮等にあたらせること。作業指

揮者は石綿作業主任者技能講習の修了者か、特定化学物質等作業主任者技能講習の修了者（平成

18 年 3 月 31 日以前に修了した者に限る）とすること。 

また、対象施設には高さ 5ｍを超えるコンクリートの構造物があるため、所定の技能講習を修

了したコンクリート造の解体等作業主任者を選任すること。 

上記各項の作業指揮者等は、受注者またはその下請負業者（1 次下請けに限る）と直接的かつ

恒常的な雇用関係にあるものとし、資格者証または講習修了証の写しを提出すること。 
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４．保護具の選定及び管理 
ダイオキシン類のばく露防止にあっては労働安全衛生規則第592条の5に定めるところにより、

表-2に示す汚染物ダイオキシン類測定結果などから単位作業場所ごとに管理区域の設定を行うこ

と。また、労働安全衛生規則第592条の5に定めるところにより、保護具を作業従事者に使用させ

るとともに、適切に管理すること。 

（1） ダイオキシン類汚染物の除去時は、汚染物の測定結果にかかわらず、作業従事者にレベ

ル3の保護具を使用させること。 

（2） 設備の解体時は、除去前後の汚染物の測定結果にかかわらず、作業従事者にレベル2以上

の保護具を使用させること。 

（3） アスベストのばく露防止にあっては、石綿則第14条及び第44条～第46条に定めるところ

により、作業従事者に適切な保護具を使用させること。 

 
 

 

表―２ ダイオキシン類 付着物・堆積物の調査結果 

単位：pg-TEQ/g 

試料名 調査結果 

No.1 焼却炉 炉壁付着物 5.0 

No.1 焼却炉 炉内堆積物 6.0 

No.２ 焼却炉 炉壁付着物 61 

No.２ 焼却炉 炉内堆積物 0.95 

No.1 ガス冷却室 設備内付着物 7,200 

No.2 ガス冷却室 設備内付着物 53,000 

No.1 バグフィルタ 装置内付着物 13,000 

No.1 バグフィルタ 装置内堆積物 20,000 

No.２ バグフィルタ 装置内付着物 9,200 

No.２ バグフィルタ 装置内堆積物 13,000 

煙突下部堆積物 64,000 

※網掛けしたものが、が特別管理産業廃棄物となる3,000pg-TEQ/g超のもの。 

 

５．健康管理 
労働安全衛生法に基づき作業従事者の健康診断を実施すること。 

ダイオキシン類のばく露防止にあっては、要綱に基づき作業従事者の就業上の措置及び配慮

を適切に行うこと。 

万一、事故または保護具等の不具合により作業従事者がダイオキシン類に汚染されたと判断

される場合は、受注者の経費負担により遅滞なく医師の診察を受けさせるとともに、必要に応じ

て血液中ダイオキシン類の測定を行うこと。 
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６．休憩室使用の留意事項及び喫煙等の禁止 
要綱に基づき、休憩室が汚染されないよう、エアシャワー設置等の措置を講じること。また、

作業場での作業従事者の喫煙及び飲食を禁止すること。 

 

 

第４節 汚染物除去工事 

１．ダイオキシン類汚染物の除去 
要綱に基づき、解体作業前に設備内部のダイオキシン類を含む付着物等の除染を高圧洗浄等に

より十分に行うこと。 

ダイオキシン類の汚染がある設備は表-1に示すものとする。これら以外でもダイオキシン類の

汚染があると判断されるものは、汚染設備として除去の対象に加えること。 

（1）除染に先立ち、設備内のダスト等の残留物を撤去処分すること。 

（2）耐火物については、設備から脱落させた後に、再度洗浄を行うこと。 

（3）汚染設備解体後に工場棟建屋内を洗浄すること。 

（4）設備内部のみでなく、設備の外表面、附属機器、配管等についても除染を行うこと。 

直接除染を行うことが困難な配管等を除染に先立って切断する場合は、要綱の別紙６の 

特例に示される必要な措置を講じること。 

（5） ごみピットと、ごみピット排水貯留槽から噴射水槽までの排水処理のろ過器及び水槽

も洗浄すること。但し、作業場所を分離・養生して管理区域を設定する必要はない。 

（6） 工場棟の地下部や排水処理のろ過器、水槽及びごみピットには雨水と思われる水が溜ま

っているが、除染水として利用し、敷地外に放流しないこと。除染水として利用しない場

合は、ダイオキシン類等の分析を行った上で産業廃棄物として適切に処分すること。 

（7）作業場所の分離・養生に用いた仮設材を洗浄すること。 

 

２．排気処理及び排水処理 
要綱に基づき、汚染物除去及び解体撤去に伴って発生する排気及び排水を適切に処理すること。 

（1） 排気に用いる負圧集塵機は、配置により気流にムラを生じさせるおそれがあるため、風

道を十分に考慮して設置すること。換気回数は単位容積あたり4回／h以上とすること。ま

た、負圧集塵機は、夜間や休日等の工事を行わない時も稼動させること（換気回数は単位

容積あたり4回／hを下回っても構わない）。 

（2） 作業区域内の負圧状況の確認を差圧計を用いて行い、休日等を除き毎日行うこと。作業

開始前に負圧集塵機の稼働状況を確認すること。また、作業開始後は、集塵機の排気口付

近において粉じん計を用いて粉じんの測定を行い、稼働状況を確認し、記録すること。 

（3） ダイオキシン類の管理区域から外部への排気は、大気の環境基準値0.6pg-TEQ/㎥以下と

すること。 

（4） 除染廃水は河川放流せず、全量を産業廃棄物として適切に処分するか、排水処理装置

を用いて循環利用した上で、残ったものを産業廃棄物として適切に処分すること。循環

利用する場合の処理水のダイオキシン類濃度は10pg-TEQ/L以下とすること。 
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３．汚染物除去の確認 
作業指揮者は目視確認等で汚染物除去の確認と写真記録（設備ごとに洗浄前、灰出し・洗浄作

業、洗浄後）を行うとともに、監督員からの確認を受けること。耐火物等についてはダイオキシ

ン類の分析を行うこと。分析を行う耐火物は表-3 に示すとおりとする。 
なお、後述する除染終了後における空気中のダイオキシン類測定結果が明らかになるまでは、

管理区域の変更、設備の解体を行ってはならない。 

 
表－３ 汚染物除去確認調査 

分析箇所 分析箇所数 

焼却炉 1×2 炉 
ガス冷却室 1×2 基 
煙道（焼却炉～ガス冷却室間） 1×2 基 
煙突 1 基 

 

４．アスベスト含有物の撤去 
解体工事において、大気汚染防止法第18条の17に定めるところにより、解体対象施設におけ

る特定建築材料の使用状況を把握し、施設の解体が特定粉じん排出等作業を伴う特定工事に該当

するか否かの調査を行い、調査結果を本市及び県に報告すること。受注者における事前調査につ

いては、本市の実施した事前調査結果等を踏まえ、必要なものに限って行うこと。調査、説明、

掲示等に要する費用は受注者側で負担すること。また、これらの結果及び作業内容等の届出事項

を本市に書面で説明し、その結果等を工事場所に掲示すること。 
アスベスト含有が確認された建材は、「石綿障害予防規則」及び「石綿含有仕上塗材の除去等

作業における石綿飛散防止対策について（環水大大発第1705301号）」、「建築物の改修・解体時に

おける石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針（国立研究開発法人建築

研究所、日本建築仕上材工業会 平成28年4月28日）」に基づき、適切に解体撤去作業を実施する

こと。 

本市の実施したアスベスト事前調査結果を表-4に示す。 
配管等に使用されているパッキン、ガスケット、シール材等については、全てがアスベストを

含有しているものとして設備の解体を行うこと。 
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表―４ アスベスト事前調査結果 

試料採取箇所 事前調査結果 

1 管理棟2階湯沸室天井（ケイ酸カルシウム板） なし 

2 建物外壁吹付タイル （アクリル系被覆塗材E） なし 

3 煙道（高温断熱ボード） なし 

4 焼却炉（パーライトボード） なし 

5 焼却炉（高温ボード） なし 

6 焼却炉内（不定形耐火物） なし 

7 
ガス冷却室～バグフィルタ間、 
バグフィルタ、誘引送風機間（保温材） 

なし 

8 ガス冷却室下シュート（ガスケットテープ） 含有と判断 

9 煙道ダクト（リボンパッキン） 含有と判断 

10 

工場棟 作業員控室、 
管理棟 玄関ロビー、事務室、食堂・控室、前室、
更衣室（男、女）、書庫、ホール、試験室、大会議室、
会議室、湯沸室、倉庫、連絡用通路、廊下、階段 
巾木、床 
（接着剤） 

クリソタイル含有 

11 

工場棟 階段室床 
管理棟 物入 床、壁、天井 
管理棟 階段、床 
（モルタル） 

クリソタイル含有 

12 
管理棟 WC（男、女、障がい者）天井、 
（ケイ酸カルシウム板6mm） なし 

13 
管理棟 事務室天井、玄関ロビー天井 
（石綿吸音材12mm） 

なし 

14 車庫棟 天井（折板断熱材） なし 

15 車庫棟 外壁（吹付リシン） なし 

※網掛けしたものが、アスベスト含有。 

 

 

５．ＰＣＢ汚染物 
高濃度のPCB、微量PCBを含む変圧器やコンデンサはない。 

 
  



20 

 

第５節 解体撤去工事 

解体撤去の範囲は「図-2 施設配置図」に示すとおりとし、工事に関する基本的事項は以下のとお

りとする。解体工法の選択にあたっては、所轄労働基準監督署との協議及び汚染物のダイオキシン

類測定結果などから、本仕様書の内容を踏まえて要綱に基づき適切な工法を選択すること。 

 

（1） ダイオキシン類汚染設備の解体中は、粉塵の飛散を抑制するために散水を行い、湿潤化

に努めるとともに、負圧集塵機を稼動させて作業を行うこと。 

（2） ダイオキシン類汚染設備の溶断を行う場合は、要綱の別紙6の特例に示される必要な措置

を講じること。 

（3） 管理区域を解除できるのは、表-1に示すダイオキシン類汚染設備を全て撤去した後とす

る。ただし、煙突については、内部の耐火煉瓦を撤去した後に躯体コンクリート内側の洗浄

を終えた後とする。いずれも、後述する空気中のダイオキシン類測定結果（作業環境測定の

併行測定）が0.6pg-TEQ/㎥を下回り、監督員から承認を受けるまで管理区域を解除すること

はできない。 

（4） 管理棟及び工場棟を解体する際は、騒音の低減のため、「図-3、図-4仮設配置図」に示

す範囲に仮設足場を設置し、防音パネルを設置して建屋解体を行うこと。 

（5） 工場棟・管理棟の地下部（ごみピット、B1階、B2階）は地中梁まで、１FL-1.2mまでの

範囲を撤去し、以深の基礎、ピット等は存置とする。また、煙突はフーチング部分（底

部）を存置とすること。存置する各室、各槽の底板には雨水を排除するための穴（概ね

10㎡に1箇所のコア抜きで、Φ100mm）を開けた上で、土砂等で充填すること。土砂等は

購入土を使用するものとし、2,000㎥ごとに「土壌汚染対策法」の溶出量基準及び含有量

基準（ダイオキシン類含む）を満足することを確認すること。 

（6） 埋戻しは沈下が生じないよう十分締固めること。 

（7） 管理区域解除後の工場棟、煙突、管理棟及びその他施設の建築物の解体時は粉じんの

飛散を抑制するために散水を行うこと。 

（8） 煙突躯体の解体方法は、騒音・振動防止対策を考慮して、ワイヤーソーを用いた工法で

行うこと。 

（9） 敷地内の樹木等の植栽はすべて撤去し、樹木は伐根まで行うこと。 

（10） 地下構造物撤去後の埋戻し高さは現況の地盤高さを基本とし、敷地外周のU字溝を撤去

し、雨水排水を施設北側の側溝へ導くように勾配を付けること。 

（11） 解体により発生するコンクリートがら、アスファルト舗装材は埋め戻しを行わず、全て

撤去すること。 

（12）施設の解体撤去後については、整地まで行うこと。 
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第６節 解体廃棄物の処理 

 
廃棄物処理法、建設リサイクル法及び要綱に基づき、作業場所の分離・養生に使用したビニール

シート、保護衣、集塵機フィルター等を含め、解体作業に伴って発生する廃棄物を種類に応じて分

別排出し、適切に処分または再利用すること。 

 

（1） 除染済みの耐火レンガ等の耐火物で土壌溶出量基準に適合しているものは、安定型処分

場へ埋め立てること。それ以外のものは管理型処分場へ埋め立てること。 

（2） 設備内部に堆積する灰等は、表-2に示すダイオキシン類測定結果に応じ、適切に処理す

ること。ダイオキシン類濃度が3,000pg-TEQ/gを超過するものは、全量を特別管理産業廃棄

物として処分すること。堆積物の量は表-5に示すとおりであるが、これらの数量は目安で

あり、増減する場合がある。なお、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に基づく分

析結果を表-6に示す。基準値を超過したものは特別管理産業廃棄物として適切に処分する

こと。 

（3） 除染廃水及び廃水処理に伴い発生する汚泥については、「金属等を含む産業廃棄物に係

る判定基準」に係る分析及びダイオキシン類の分析を行い、それぞれに該当する基準の

適否により、適切に処分すること。 

（4）金属屑は自由処分とする。有価物として処分する場合は、伝票の写しを提出すること。 

（5） アスベスト含有物は、飛散性を有する石綿等の処分については、「廃棄物処理法」に基づ

き、特別管理産業廃棄物として収集、運搬、処分等の基準に基づき適切に処理をすること。 

非飛散性の石綿については、「廃棄物処理法」、及び「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理

について（平成17年3月30日付け環廃産発第050330010号）」の別添「非飛散性アスベスト廃

棄物の取扱いに関する技術指針」に基づき、適切に処理をすること。 

（6） ごみピット内及び施設内の残置物についても、適切に処分をすること。 

（7） 処分までに時間を要する場合は、保管場所であることを表示した場所で密閉した容器

に入れるなどして、廃棄物から流出した水や汚染された廃棄物に触れた雨水等が地下に

浸透しないための措置を講じ、適切に保管・養生を行うこと。 

（8） 廃棄物の運搬、中間処理及び最終処分を委託する場合には、委託する許可業者との書面

による契約、マニュフェスト交付等の手続きを確実に行うこと。 

（9） 廃棄物の運搬時に、廃棄物が周辺に飛散しないよう、荷台へのシートかけやタイヤの洗

浄など、運搬容器や運搬管理の方法等について安全対策を講じること。 

（10） 廃棄物の搬出にあたっては、廃棄物運搬車両の車両番号のわかる積込の状況と、許可看

板の入った処分先の状況について、写真で記録を行うこと。 
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              表－５ 主要設備内の堆積物残留量(概算) 
 

設備名 残留量(m3) 

№１焼却炉 2.0 

№２焼却炉 2.0 

№１ガス冷却室 0.3 

№２ガス冷却室 0.3 

№１バグフィルタ 0.4 

№２バグフィルタ 0.7 

煙突下部 0.2 

 

 
 

表－６ 金属溶出試験結果 

単位：mg/L 

設備名 

調 査 結 果 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 
六価 
ｸﾛﾑ 

砒素 総水銀 
ｱﾙｷﾙ 
水銀 

セレン 
1,4- 

ｼﾞｵｷｻﾝ 

№１焼却炉 0.003 <0.005 0.19 0.001 <0.0005 不検出 0.002 <0.05 

№２焼却炉 <0.001 <0.005 1.4 0.003 <0.0005 不検出 0.003 <0.05 

№１バグフィルタ 14 1.4 <0.04 <0.001 0.010 0.0017 0.003 <0.05 

№２バグフィルタ 8.5 0.58 0.05 <0.001 0.0046 不検出 0.002 <0.05 

特別管理産業廃棄物

の判定基準 

0.3 
以下 

0.3 
以下 

1.5 
以下 

0.3 
以下 

0.005 
以下 

検 出 さ
れ な い
こと 

0.3 
以下 

0.5 
以下 

※網掛けしたものが、基準超過。 

 

 
  



23 

 

第７節 環境等の調査 

１．作業環境測定 
空気中ダイオキシン類を含む作業環境の測定は、想定される単位作業所ごとに、除染作業中、

除染終了後及び設備解体後にそれぞれ1回以上行うこと。解体作業前の空気中ダイオキシン類の

測定は、炉停止後1年以上経過しているため不要である。また、管理区域解除に必要となるダイ

オキシン類汚染設備撤去後の作業環境測定は本市が行うため、日程等の調整を十分行うとともに、

測定場所、電源等の確保を行うこと。 

詳細については所轄労働基準監督署と協議を行った上で決定することとし、協議において実施

項目の追加や測定回数の増加等追加調査が必要となった場合は、受注者の負担において行うこと。

また、管理区域解除に必要となる作業環境測定で基準超過により再測定が必要となった場合、経

費は受注者の負担とする。 

 

２．解体対象設備汚染物のダイオキシン類測定 
表-2に示すダイオキシン類濃度が3,000pg-TEQ/gを超過した箇所の周囲において、ダイオキシ

ン類の追加調査を行うこと。 

 

３．周辺環境等の調査 
解体作業着手前、解体作業中及び終了後に、本市が環境調査を行うため、測定場所、電源を確

保すること。 
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

１．受入供給設備 ごみクレーン 10.5 t

ごみ計量器 3.3 t

ダンピングボックス 0.3 t

可燃性粗大ごみ破砕機 1 基 W1200×L3000

ごみクレーンバケット 1.8 t 閉切2m3

予備バケット(閉切2m
3
) 1.8 t 閉切2m3

ごみクレーン制御盤 1 式

ごみ投入扉 9.2 t 2枚､鋼板製観音扉､3m×5m

投入扉用油圧ユニット 0.2 t 100ℓ､15kW

消毒剤タンク 0.02 t 100ℓ､φ430×H800､2基

消毒剤ポンプ 0.024 t 渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ､15ℓ/min

消毒剤ノズル 4 個 2流体噴射ﾉｽﾞﾙ

捨コンクリート 2 ㎥ FC-150

鉄筋コンクリート 29 ㎥ FC-210-15-25

異形鉄筋 1.003 ｔ

２．燃焼設備 投入ホッパ 10 t SS400

給じん装置 6 ｔ

焼却炉 24 t 乾燥･燃焼･後燃焼火格子

焼却炉 23.5 t ケーシング

耐火物 570 t

ダンピング 3 t

助燃バーナー 0.2 t 2基

炉下シュート 4.1 ｔ 2式､鋼板製

炉下ダンパー 0.6 ｔ 4式

切替弁 1 式

耐熱ガラス 4 枚 ﾊﾞｲｺｰﾙ､150×200､厚5

鋼板製マンホール 0.44 ｔ 2個､850×960

油圧ユニット 0.6 t

灯油タンク 0.6 t

灯油ポンプ 0.036 ｔ 6ℓ/min､2台

歩廊 12 t

マンホール 0.2 t 再燃室用m2枚､520×620

３．燃焼ガス冷却設備 ガス冷却室(ｹｰｼﾝｸﾞ) 22 ｔ 水噴射式､40.181m3、2基

耐火物 215 t

噴射ノズル 12 基

噴射水加圧ポンプ 0.5 t 3台

耐圧ホース 32 本

マンホール 0.4 t 4枚､鋼板製､520×620

ガス冷ダクト 1.4 t 2式

ダブルフラップダンパ 0.2 t 2個

４．排ガス処理設備 バグフィルタ 0.05 t 17㎥、2基

バグフィルタ制御盤 41 t 2基

消石灰貯槽 2.5 t 鋼板製､φ1800×H4410､8m3

消石灰定量供給装置 0.095 t ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞ式

消石灰混合器 0.7 t 塩化水素除去装置

消石灰噴霧ブロワ 2 台 ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ

噴射ノズル 2 本 直接噴霧式

消石灰輸送管 2 本

５．給排水設備 生活用受水槽 0.445 t FRPﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ､2m3

プラント用水高架水槽 1 基 FRP製､15m3

プラント給水ポンプ 0.1 t 2台

計量器排水ポンプ等 0.01 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､100ℓ/min､1台

洗車排水ポンプ 0.01 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､100ℓ/min､1台

灰汚泥ポンプ 0.01 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､100ℓ/min､1台

床洗浄ポンプ 0.01 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､100ℓ/min､1台

消火栓ポンプ 0.6 t MCFU型､300ℓ/min

灰バンカ室排水ポンプ 0.01 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､100ℓ/min､1台

ごみ汚水移送ポンプ 0.02 t 水中ポンプ、2台

ごみ汚水ろ過器 1 基 PVC製､φ400×H600

ろ液貯留槽 0.05 t FRP製､1000ℓ

ろ液噴霧ポンプ 0.04 t 渦流ﾎﾟﾝﾌﾟ､7ℓ/min､2台

ろ液噴射ノズル 2 台 3ℓ/min

雑排水スクリーン 0.8 t 310×900

調整ポンプ 0.03 t SUS水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､2m3/Hr､2基

pH調整槽攪拌機 0.026 t ﾍﾘｶﾙｷﾞﾔｰ式

薬液タンク 0.01 t PVC製､100ℓ

薬液タンク 0.01 t PVC製､200ℓ

混和槽 0.01 t PVC製､2槽一体型

薬液ポンプ 0.12 t ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ､68cc/min､3台

可搬攪拌機 0.068 t ﾍﾘｶﾙｷﾞﾔｰ式､4台

ろ過槽ポンプ 0.022 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､2基

汚泥引抜ポンプ 0.04 t 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ､2基

参考数量書
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

汚泥濃縮槽 0.16 t 1基､FRP製

ろ過器 0.03 t PVC製､φ400×2010H

曝気ブロワ 0.07 t ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ､2台

原水槽排気ファン 0.01 t

汚泥移送ポンプ 0.03 t ﾓﾉﾌﾚｯｸｽﾎﾟﾝﾌﾟ､2台

６．余熱利用設備 温水発生器 0.34 t SUS製、1基

温水タンク 0.275 t SUS444製、1基

給湯用熱交換器 0.11 t 3600kcal/h、1基

給湯タンク 0.275 t SUS444製、1基

温水循環ポンプ 0.028 t 0.4kW､2台

温水循環ポンプ 0.028 t 0.25kW､2台

給湯循環ポンプ 0.014 t 0.25kW

暖房ポンプ 0.022 t 1.5kW､2台

給湯ポンプ 0.016 t 0.75kW､2台

余熱利用空気ダンパ 4 基 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ式

余熱利用空気コントロールモータ 4 台

余熱利用ダクト保温 1 式

余熱利用ダクト 3.62 t 550×550×250他

白防送風機 2 基

余熱利用送風機 0.9 t

７．通風設備 空気余熱器 1.4 t 2基

1次押込送風機 1.4 t 300m3/min、2基

2次押込送風機 1.1 t 160m3/min、2基

誘引送風機 8.32 t 810m3/min、2基

煙道ダクト 1 式 SS製、風道､煙道､煙道ﾀﾞｸﾄ

ガス冷却空気送風機 0.3 t 80m3/min、2基

余熱利用送風機 1 台 407m3/min

白煙防止用空気加熱器 2 基

ダンパ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ式) 1 式

ダンパコントロールモタ 1 式

保温材 1 式

［煙突］ 59m

捨コンクリート 8 ㎥ 煙突基礎　FC-150-15-25

異径棒鋼 17.689 ｔ 煙突基礎

有筋コンクリート 540 ㎥ 煙突筒身　FC-210･240

異径棒鋼 17.8 ｔ 煙突筒身

耐火レンガ 50,000 本 煙突筒身　SK32

タラップ 58 ｍ 煙突筒身　SUS304製､W350

背カゴ 55 ｍ 煙突筒身　SUS304製

手摺 22.4 ｍ 煙突筒身　SUS304製､1100H

手摺 16.4 ｍ 煙突筒身　SUS316製､1100H

灰出し扉 1 箇所 煙突筒身　US304製､800×1300

頂部バンド 1 箇所 煙突筒身　SUS316L製､1790×1790

避雷針 1 式 煙突筒身　鋼板式､900×900

８．灰出し設備 混練造粒機 3 ｔ 1基

ダスト・セメントコンベヤ 1 基

灰出しコンベヤ１ 4.2 ｔ 湿式ｽｸﾚｰﾊﾟ、1台

灰出しコンベヤ2 1 式 湿式ｽｸﾚｰﾊﾟ、1台

灰積み出し装置 1.2 ｔ ｹﾞｰﾄ開閉式､鋼板製、1基

ダスト搬送コンベヤ 1.95 ｔ 1基

水タンク(PE製) 1 ｔ

加湿水ポンプ(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾎﾟﾝﾌﾟ､0.4kW) 0.3 ｔ

ダストサイロ 2 ｔ 円筒形鋼板製3m3、１基

養生コンベア 3 ｔ ベルト

集じん装置(バグフィルタ) 1 基 30m3/min

セメントサイロ 1 基 鋼鉄製、2㎥

９．配管 管 92 本 水道管　VP､30A～75A､4～5m

管 55 本 水道管　SGPW､15A～65A､5.5m

管 2 本 水道管　HTLP､32A､4m　

管 36 ｍ 水道管　VB､20A～50A

バルブ 41 個 水道管　BC10K､15A～40A

ゲート弁 2 個 水道管　10K､40A～50A

FMバルブ 1 個 水道管　40A

混合水栓 2 個 水道管　15A

ボールタップ 2 個 水道管　15A

継手 191 個 水道管　VP､32A～50A

継手 4 枚 水道管　FLANGE､VP､32A

継手 2 枚 水道管　FLANGE､CSW､32A

継手 6 個 水道管　HTLP､32A

継手 183 個 水道管　SGPW､15A～65A

継手 15 本 水道管　SGPW､15A～32A

継手 1 式 水道管　VB

ガスケット 1 式 水道管

ボルトナット 1 式 水道管

仕切弁 2 個 水道管　VP､75A～100A
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

弁室 2 組 水道管　

VSｼﾞｮｲﾝﾄ 1 個 水道管　100A

VC短管1号 4 個 水道管　75A～100A

THティー 1 個 水道管　100A

離脱防止金具 8 組 水道管　50A～75A

伸縮止水栓 1 個 水道管　50A

逆止弁 1 個 水道管　50φ

量水器ボックス 1 式 水道管　1300×1000

支持金物 1 式 水道管

保温材 1 式 水道管

管 18 本 灯油配管　SGP､15A～20A､5.5m

バルブ 23 個 灯油配管　BC､15A～20A

継手 117 個 灯油配管　SGP､15A～20A

継手 9 枚 灯油配管　FLANGE､CS､15A～20A

管 2 本 灯油配管　SUS304

管 37 本 ガス冷却管　STPG､15A～50A､5.5m

管 3 本 ガス冷却管　SGPW､65A､5.5m

バルブ 48 個 ガス冷却管　BC､15A～40A

継手 168 個 ガス冷却管　ELBOW､15A～50A

継手 15 個 ガス冷却管　SGPW､65A

継手 43 個 ガス冷却管　TEE､40A～50A

継手 6 個 ガス冷却管　REDUCER､50A

継手 70 本 ガス冷却管　STPG､15A

継手 72 枚 ガス冷却管　FLANGE､CSW､40A～50A

継手 38 個 ガス冷却管　CAPLA､15A

管 38 本 排水処理ごみ汚水配管　SGPW､15A～32A､5.5m

管 38 本 排水処理ごみ汚水配管　VP､50A～32A､5m

バルブ 23 個 排水処理ごみ汚水配管　BC､15A～50A

継手 117 個 排水処理ごみ汚水配管　SGPW､15A～32A

継手 83 個 排水処理ごみ汚水配管　VP､50A

管 21 本 排水処理排水配管　VP､32A～80A､3.5～5m

管 7 本 排水処理排水配管　SGPW､20A～40A､5.5m

バルブ 16 個 排水処理排水配管　BC､20A～50A

継手 80 個 排水処理排水配管　VP､32A～80A

継手 41 個 排水処理排水配管　SGPW､20A～50A

継手 5 枚 排水処理排水配管　FLANGE､VP､32A～80A

継手 6 枚 排水処理排水配管　FLANGE､CSW､32A～50A

継手 15 本 排水処理排水配管　SGPW､32A～50A

管 58 本 圧縮空気配管　SGPW､15A～40A､5.5m

バルブ 31 個 圧縮空気配管　BC､15A～40A

継手 182 個 圧縮空気配管　SGPW､15A～100A

継手 4 個 圧縮空気配管　FLANGE､CS､100A

継手 12 本 圧縮空気配管　SGPW､40A

カプラジョイント 12 個 圧縮空気配管　15A

管 29 本 温水配管　HTLP､20A～50A､4～5m

管 33 本 温水配管　SGPW､25A～50A､5.5m

管 4 本 温水配管　SUS304､50A～80A､4m

バルブ 23 個 温水配管　BC､15A～50A

継手 91 個 温水配管　HTLP､20A～50A

継手 114 個 温水配管　SGPW､25A～80A

継手 1 個 温水配管　SUS304､80A

継手 2 枚 温水配管　FLANGE､HTLP､25A

継手 5 枚 温水配管　FLANGE､CSW､25A～40A

継手 18 枚 温水配管　FLANGE､SUS304､25A～80A

継手 16 本 温水配管　HTLP､25A～40A

ｱﾙﾐ箔付ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒 226 本 保温材　厚25､20A～80A､1000L

レジノ鉄板外装材 415 本 保温材　20A～80A

10．雑設備 空気圧縮機 0.69 t 22kW、1台

エアタンク 0.45 t φ930×2004H、1台

ベビコン 0.12 t 2.2kW、1台

洗車機(高圧洗浄式) 2 台

消火器(移動式3種粉末) 3 式

11．電気設備 キュービクル 6.8 t 1基

中央制御盤 0.53 t 3面

現場盤 1.8 t 10面

PAS 1 個 幹線引込　耐塩､方向性300A

ＣＶＴケーブル 130 ｍ 幹線引込　38mms

ＣＶケーブル 120 ｍ 幹線引込　5.5mmsq

ビニール電線 88 ｍ 幹線引込　5.5～60mmsq

ＰＤＣ電線 10 ｍ 幹線引込　38mmsq

プレハブ端末ＣＶＴ 2 組 幹線引込　38mmsq

ケーブルラック 2 本 幹線引込　W1000

化粧ダクト 1 個 幹線引込　SUS製､ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付)38mmsq

ハンドホール 3 個 幹線引込　1000×1000×1200

コンクリート柱 1 本 幹線引込　12-19-350
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参考数量書

腕金 5 組 幹線引込　1800､ﾊﾞﾝﾄﾞ共

アームタイ 4 組 幹線引込　900S､ﾊﾞﾝﾄﾞ共

支線材料 1 組 幹線引込　14号､ｶﾞｰﾄﾞ共

接地材料 5 組 幹線引込　E1～E3

ビニール電線 375 ｍ 動力幹線　3.5～28mmsq

ＣＶケーブル 519 ｍ 動力幹線　3.5～8mmsq

ＣＶＴケーブル 711 ｍ 動力幹線　22～200mmsq

ＦＰケーブル 26 ｍ 動力幹線　14mmsq

ケーブルラック 202 個 動力幹線　W300～500

ビニール電線 109 ｍ 動力設備　8～14mmsq

ＣＶケーブル 1,685 ｍ 動力設備　2～22mmsq

ビニール電線 11,026 ｍ 動力設備　1.6～5.5mmsq

安定器盤 9 面 動力設備　

オートリフター 8 面 動力設備　6回路

照明器具 186 台 動力設備　

ビニール電線 94 ｍ 保守電源盤配線　8mmsq

ＣＶＴケーブル 134 ｍ 保守電源盤配線　22mmsq

電話端子盤 1 面 電話、放送設備　10P+30P

主装置 1 台 電話、放送設備　

卓上放送ｱﾝﾌﾟ 1 組 電話、放送設備　120W

天井スピーカー 5 台 電話、放送設備　3W

スピーカートランペット型 10 台 電話、放送設備　10W

AEケーブル 720 ｍ 電話、放送設備　0.9～1.2×2C～10C

12．計装設備 炉内圧力計() 2 式 PIDﾕﾆｯﾄ

排ガス温度計(PIDﾕﾆｯﾄ) 2 式 PIDﾕﾆｯﾄ

pH計 1 式

テレビ監視装置(工業用ｶﾒﾗ･ﾓﾆﾀｰ) 6 式 工業用ｶﾒﾗ･ﾓﾆﾀｰ

HCl計 1 式

CO計(赤外線ｶﾞｽ分析計) 2 式 赤外線ｶﾞｽ分析計

NOX･SOX計(赤外線ｶﾞｽ分析計) 1 式 赤外線ｶﾞｽ分析計

調節計(温度変換器) 1 式 温度変換器

指示計(圧力指示計盤) 1 式 圧力指示計盤

記録計(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ) 1 台 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

熱電対(K型) 20 本 K型

ホッパーレベル計 2 式

灯油流量計 2 式

水流量計 2 式

ＣＶＣＦ 1 式

データ処理装置 1 式

ビニール電線 18 ｍ 3.5mmsq

ＣＶケーブル 2,961 ｍ 2～5.5mmsq

ＣＶＳケーブル 1,180 ｍ 1.25mmsq

同軸ケーブル 300 ｍ 5C-2V

補償導線 790 ｍ ｼｰﾙﾄﾞ､1.25mmsq

pH専用ケーブル 20 ｍ

加熱導管 20 ｍ

ケーブルラック 11 個 W300

ケーブルラック 154 ｍ W300

カメラ架台 5 個

13.土木建築

［工場棟］

工場棟建屋躯体（壁、屋根含む）

（工場棟建屋躯体） 捨コンクリート 13 ㎥ FC-150-25-15

水密コンクリート 741 ㎥ FC-240-25-15

異形鉄筋 118.865 ｔ

止水板 134 ｍ ｳﾙﾄﾗｼｰﾙ 20×20

マンホール 7 箇所 FRP 600φ

鳥の糞 1 式 工場棟内侵入の鳥の排泄物等

捨コンクリート 22.3 ㎥ FC-150-25-15

鉄筋コンクリート 673.3 ㎥ FC-210･240

異形鉄筋 116.28 ｔ

鋼材 163.257 ｔ 本体分

鋼材 15,717 本 本体分､HTB､16×35～60

鋼材 3,705 本 本体分､HTB､20×50～70

鋼材 52 本 本体分､HTB､22×55

鋼材 101.752 ｔ 炉架台分

鋼材 1151 本 炉架台分､HTB､16×40～60

鋼材 5,706 本 炉架台分､HTB､20×50～85

炉架台階段 3 式

炉架台手摺 21.1 ｍ

鋼材 19.544 ｔ SRC分

鋼材 966 本 炉架台分､HTB､20×60～80

下地金物 1,586 ｍ

磁器タイル 4 ㎡ 150角

巾木 7 ｍ
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

タラップ 1 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製､L7000

丸環 42 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製

マンホール 3 箇所 FRP製､φ600

ノンスリップ 54.6 ｍ ｽﾃﾝﾚｽ製､W35

ごみピットトラップ 1 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製､L4650

マシーンハッチ 2 箇所 2000×2000

グレーチング桝蓋 3 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製､607×630

グレーチング桝蓋 1 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製､600×1200

開口部縁巻アングル 1 箇所 1000×1500

開口部縁巻アングル 33.9 ｍ

アルミルーバー 1 箇所 1950×1200

開口部蓋 1 箇所 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ､600×2000

開口部蓋 2 箇所 ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ､1000×1000

開口部三方枠 30.7 ｍ

ステンレスアングル 1 箇所 L3000

吸気孔 1 箇所 W1085×L11000

面台 1 箇所 SUS製､W350×L15000厚4

手摺 67.3 ｍ

軒天目透し 219.8 ㎡ 厚6

軒天LGS 219.8 ㎡ 厚25

（工場棟建屋壁） 外壁ALC 772 ㎡ 厚125

間仕切ALC 541 ㎡ 厚100

（工場棟屋根） 瓦棒葺 1,344 ㎡ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板0.4mm

下地木毛セメント板 1,438.1 ㎡ 屋根　厚25

軒先ケラバ唐草 223.1 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W250

水上雨押え等 73.1 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W450

軒先破風包 209.2 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W600

軒樋(塩ビ) 135.3 ｍ 屋根　塩ビ

トップライト 12 箇所 屋根　トップライト

エスモニックLS 1 箇所 屋根　1200×2200

水上カバー 48.3 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板

監視室屋根 5.7 ㎡ 屋根　ｶﾗｰ折板､厚0.6

呼竪樋 194.7 ｍ 屋根　VP製､φ100

ベンチレーター 12.5 ｍ 屋根　下地架台含む　

工場棟内装 床長尺シート 180.5 ㎡ 内装　厚2

ソフト巾木 133.3 ｍ 内装　

壁プラスターボード 342 ㎡ 内装　厚12､不燃

壁ビニールクロス 350.6 ㎡ 内装　

天井ジプトーン 87.2 ㎡ 内装　

天井LGS 153.3 ㎡ 内装　

岩綿吸音板 66.1 ㎡ 内装　厚12､PB厚9共

天井改め口 9 箇所 内装　450角

グラスウールボード 264 ㎡ 内装　厚50

下バ受金物 46.8 ｍ 内装　ｱﾙﾐ製

工場棟建築設備 消火用充水槽 1 台 鋼板製､1000×1000×1000

総合形屋内消火栓箱 5 組 1350×750×180

炭素鋼鋼管 177 ｍ 32A～65A

ゲート弁 1 個 65A

チャッキ弁 1 個 65A

パッケージ型空調機 1 台 屋外機､2.2kW

パッケージ型空調機 2 台 屋内機天埋

温水ヒーター 2 個

ゲート弁 2 個 32A

フレキシブルダクト 20 ｍ 保温付､φ200

リン脱酸継目無管 108 ｍ φ9.5～22.0

フレキチューブ 2 個 SUS製､20～25×300

工場棟建具等 引違い･嵌め殺し 10 箇所 建具　1700×1200(AW-1)

ガラリ付FIX 5 箇所 建具　510×10170(AW-7)

片引き窓付FIX 4 箇所 建具　500×6870(AW-8)

片引き窓付FIX 1 箇所 建具　7780×470(AW-13)

片引き窓付FIX 1 箇所 建具　3590×1670(AW-14)

FIX 6 箇所 建具　800×2230(AW-16)

両袖エアタイト開窓付FIX 1 箇所 建具　2000×2000(AW-17)

ランマ付片開ドア 1 箇所 建具　850×2457(AD-1)

ランマ袖FIX付片開ドア 1 箇所 建具　1400×2800(AD-2)

袖FIX付片開ドア 1 箇所 建具　3150×2000(AD-5)

FIX窓 3 箇所 建具　1200～1700×900～1070(AW-19)

片開フラッシュドア 15 箇所 建具　850×2000(SD-1)

両開フラッシュドア 3 箇所 建具　1700×2000(SD-2)

両開フラッシュドア 1 箇所 建具　3000×2500(SD-3)

ランマ付フラッシュドア 1 箇所 建具　1700×2800(SD-6)

重量シャッター 1 箇所 建具　3500×3000(SS-2)

軽量シャッター 1 箇所 建具　2500×2500(SS-3)

ステン重量シャッター 1 箇所 建具　3500×3000(SUSS-1)

透明ガラス 33.9 ㎡ ガラス　5～6mm
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

網入り透明ガラス 56.1 ㎡ ガラス　6.8mm

フロート 3.8 ㎡ ガラス　10mm

線入サンブロンズ 4.1 ㎡ ガラス　6.8mm

額縁･見切 146.9 ｍ 木　45×25

カーテンボックス 4.2 ｍ 木　120×1200

下駄箱 1 箇所 ﾎﾟﾘ化粧合板､1170×1200×400

オーバースライダー 1 箇所 建具　5000×4000(OS-1)

［管理棟］

管理棟建屋躯体（壁、屋根含む） 捨コンクリート 8 ㎥ FC-150-25-15

鉄筋コンクリート 193.5 ㎥ FC-210･240

異形鉄筋 33.75 ｔ

鋼材 1.199 ｔ

シート防水 185 ㎡ 厚1.5､非加流ｺﾞﾑ系

アスファルト防水 29 ㎡

コンクリートブロック 84 ㎡ C種､厚100～120

磁器タイル 171.3 ㎡ 50～150角

小口タイル 15.9 ㎡

階段手摺 6.1 ｍ ｽﾁｰﾙ製

ノンスリップ 23 ｍ ｽﾃﾝﾚｽ製､W35

壁見切 2.5 ｍ ｽﾃﾝﾚｽ製

流し前水切 2 本 ｽﾃﾝﾚｽ製､L1.8～2.1

天井アルミスパンドレル 11.8 ㎡

排水溝 1 箇所 W150､L1.8m､ｽﾃﾝﾚｽ蓋付

（管理棟屋根） 平板 22 ㎡ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板0.4mm

下地木毛セメント板 22 ㎡ 屋根　厚25

軒先ケラバ唐草 14 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W250

水上雨押え等 5 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W450

軒先破風包 14 ｍ 屋根　W600

棟包み 9 ｍ 屋根

管理棟内装 床長尺シート 272.1 ㎡ 内装　厚2

ソフト巾木 277.1 ｍ 内装

壁プラスターボード 498.5 ㎡ 内装　厚12､不燃

壁ビニールクロス 487.5 ㎡ 内装

LGS 287.5 ㎡ 内装　厚65～100

天井岩綿吸音板 149.8 ㎡ 内装　厚12､PB厚9共

天井ジプトーン 170.4 ㎡ 内装　厚9

天井杉柾プラスターボード 18.1 ㎡ 内装

天井プラスターボード 50.7 ㎡ 内装　厚9～12

バスリブ 19.5 ㎡ 内装

ケイカル板 46.8 ㎡ 内装　厚6､目透し

LGS 481 ㎡ 内装　厚19～25

段付天井 26.8 ㎡ 内装　PB厚12･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ･LGS共

軒天ケイカル板 11.5 ㎡ 内装　厚6､目透し

天井ステンレス見切 2.7 ｍ 内装

管理棟建築設備

（電気設備） 電灯盤 2 面 幹線動力設備

動力電灯盤 1 面 幹線動力設備

消火栓、ポンプ盤 1 面 幹線動力設備

ＡＥケーブル 232 ｍ 幹線動力設備　1.2×2C

ＣＶケーブル 273 m 幹線動力設備　3.5角～60角×3C～4C

耐火ケーブル 51 m 幹線動力設備　22角×3C

ＩＶ電線 159 ｍ 幹線動力設備

ＩＶ電線 5,272 ｍ 電灯コンセント配線　1.6～2.0mm

照明器具 73 台 電灯コンセント配線

誘導灯 13 台 電灯コンセント配線

ＶＨＦアンテナ 1 本 テレビ共聴設備　20素子

ＵＨＦアンテナ 1 本 テレビ共聴設備　20素子

ＴＶ機器収納函 1 面 テレビ共聴設備

ＢＳアンテナ 1 組 テレビ共聴設備　φ600

アンテナマスト 1 組 テレビ共聴設備　側面型

混合器 1 ケ テレビ共聴設備

ブースター 1 台 テレビ共聴設備

2分配器 1 ケ テレビ共聴設備

直列ユニット 7 ケ テレビ共聴設備

同軸ケーブル 217 ｍ テレビ共聴設備

（衛生設備） 和風大便器 6 組 衛生設備

洋風大便器 4 組 衛生設備

洗面器 5 組 衛生設備

手洗器 1 組 衛生設備

化粧鏡 20 組 衛生設備

洗濯機パン 2 組 衛生設備

湯水混合栓 2 個 衛生設備

自在水栓 2 個 衛生設備

ホーム水栓 11 個 衛生設備

シャワーバスセット 2 個 衛生設備
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参考数量書

バス水栓 2 個 衛生設備

水栓柱 11 個 衛生設備

床上掃除口 11 個 衛生設備

床トラップ 6 個 衛生設備

通気弁 1 個 衛生設備

防虫網 3 個 衛生設備

（給水設備） 塩ビライニング鋼管 435 ｍ 給水設備　20A～50A

内外面塩ビライニング鋼管 59 ｍ 給水設備　25A～32A

ゲート弁 18 個 給水設備　15A～50A

ボールタップ 2 個 給水設備　複式､20A

バルブボックス 10 個 給水設備

（給湯設備） 耐熱性塩ビライニング鋼管 305 ｍ 給湯設備　20A～40A

ゲート弁 8 個 給湯設備　20A～40A

伸縮継手 2 個 給湯設備　複式､25A～40A

伸縮継手 2 個 給湯設備　単式､25A～40A

空気抜弁 4 個 給湯設備　ﾌﾛｰﾄﾀｲﾌﾟ､15A

（排水設備） 排水用塩ビライニング鋼管 446 ｍ 排水通気設備　40A～100A

硬質塩ビＶＰ 28 ｍ 排水通気設備　100A～125A

排水用鉛管 41 ｍ 排水通気設備　HASS､30A～75A

ゲート弁 3 個 排水通気設備　40A～50A

チャッキ弁 3 個 排水通気設備　40A～50A

インバート桝 8 箇所 排水通気設備　100～125×600～810

（プロパンガス設備） プロパンガス集合装置 1 組 プロパンガス設備　一体型自動切替調整器

ガスメーター 1 個 プロパンガス設備

ガス瞬間湯沸器 2 台 プロパンガス設備　元止式

プロパンガス 48 ｍ プロパンガス設備　20A

ガスコック 2 個 プロパンガス設備　単口ﾋｭｰｽﾞｶﾗﾝ

低圧金属管ホース 2 本 プロパンガス設備　1/2×300

（屋内消火栓設備） 総合形屋内消火栓箱 1 組 屋内消火栓設備　鋼板製

フレキシブル継手 1 個 屋内消火栓設備　SUS､L500､65A

（合併処理設備） 小型合併処理浄化槽 1 式 合併処理設備　15人槽

生コンクリート 7.6 ㎥ 合併処理設備　FC-210-25-15

鉄筋 0.755 ｔ 合併処理設備　D10･13

（空調設備） パッケージ型空調機 1 台 機器設備　空冷ﾋｰﾎﾟﾝ天埋

パッケージ型空調機 1 台 機器設備　ﾏﾙﾁ屋外機

パッケージ型空調機 3 台 機器設備　ﾏﾙﾁ屋内機天埋

パッケージ型空調機 1 台 機器設備　ﾏﾙﾁ屋内機

温水ヒーター 6 個 機器設備

吹出口アダプター 6 個 機器設備

吹出口ユニット 16 個 機器設備

フレキシブルダクト 88 ｍ 機器設備　φ200､保温付

（配管設備） 配管用炭素鋼鋼管 325 ｍ 配管設備　20A～50A

リン脱酸継目無管 216 ｍ 配管設備　φ6.4～25.4

ゲート弁 28 個 配管設備　15A～50A

空気抜弁 4 個 配管設備　15A

伸縮継手 2 個 配管設備　複式､50A

フレキチューブ 16 個 配管設備　SUS､20～25×300

保温材 96 ｍ 配管設備

（換気設備） 換気扇 3 台 換気設備　羽根径φ200～250

天井扇 9 台 換気設備　羽根径φ100～150

有圧扇 3 台 換気設備　羽根径φ300

レンジファン 2 台 換気設備　羽根径φ150

中間ダクトファン 14 台 換気設備　羽根径φ100～250

換気ユニット 1 台 換気設備　自然給気口

スパイラルダクト 259 ｍ 換気設備　亜鉛鋼板製､φ100～250

ベンドキャップ 24 個 換気設備　ｽﾃﾝﾚｽ製､φ100～250

ガラリ 1 個 換気設備　ｱﾙﾐ製ｱﾙﾏｲﾄ加工､800×400

ウェザーカバー 1 個 換気設備　ｽﾃﾝﾚｽ製､800×400

防虫網( 1 個 換気設備　ｽﾃﾝﾚｽ製､800×400

（自動火災報知設備） 複合機 1 台 自動火災報知設備　火30L､防5L

発信機 6 ケ 自動火災報知設備　P型1級埋込型

電鈴 6 ケ 自動火災報知設備　φ150

表示灯 6 ケ 自動火災報知設備

煙感知器 21 ケ 自動火災報知設備　2種

差動式スポット感 63 ケ 自動火災報知設備

差動式分布感知器(2種) 7 ケ 自動火災報知設備　2種

分布型感知器 4 ケ 自動火災報知設備　3ｹ用ﾎﾞｯｸｽ

自動開閉装置 1 ケ 自動火災報知設備　ﾗｯﾁ式

ＨＰケーブル) 816 ｍ 自動火災報知設備　0.9～1.2×2～4C･3P～15P

ＯＰケーブル 390 ｍ 自動火災報知設備　0.9×4C

管理棟建具等 片開フラッシュドア 2 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×850(WD-1)

親子開フラッシュドア 2 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×1300(WD-2)

片開フラッシュドア 4 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×750(WD-3)

片開フラッシュドア 1 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×850(WD-4)

両開フラッシュドア 1 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×1700(WD-5)
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引違フラッシュドア 1 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×1700(WD-6)

引違いハンガードア 1 箇所 建具　ﾎﾟﾘ合板､2000×900(WD-7)

4枚引違戸襖 1 箇所 建具　1800×3600(WD-10)

引違襖 1 箇所 建具　1800×1700(WD-11)

4枚引違障子戸 1 箇所 建具　樹脂板貼､1585×3580(WD-12)

4枚引違障子戸 1 箇所 建具　樹脂板貼､1585×3250(WD-13)

トイレブース 21 ㎡ 建具　ﾎﾟﾘ合板

隔てスクリーン 5 ㎡ 建具　ﾎﾟﾘ合板

引違い 2 箇所 建具　1800×1200(AW-1)

両片引 5 箇所 建具　3580～3790×1585(AW-2)

両片引 2 箇所 建具　3235×1585(AW-3)

両片引( 2 箇所 建具　4710×1585(AW-4)

片引 2 箇所 建具　2370×1585(AW-5)

片引 1 箇所 建具　1500×1585(AW-6)

引違い 1 箇所 建具　1500×1585(AW-9)

FIX 1 箇所 建具　700×1585(AW-10)

片開戸付引違いサッシ 1 箇所 建具　1270×2500(AW-18)

片開窓付ＦＩＸ 2 箇所 建具　2930×2635(AD-3)

両袖ＦＩＸ付テンパ 2 箇所 建具　3600×2635(AD-4)

片引戸 1 箇所 建具　950×2000(AD-6)

ガラリ窓 1 箇所 建具　1770×770(AG-1)

親子戸 1 箇所 建具　1200×2000(SD-1)

親子戸 1 箇所 建具　750×2000(SD-4)

親子戸 1 箇所 建具　800×2000(SD-5)

親子戸戸袋付 1 箇所 建具　1958×2460(SD-7)

両開戸袋付 1 箇所 建具　3600×1200(SD-8)

片開 1 箇所 建具　600×600(SD-9)

引違い 1 箇所 建具　3610×1200(AW-15)

片開 4 箇所 建具　750×2000(WD-3)

片開 1 箇所 建具　850×2000(WD-4)

両開 1 箇所 建具　1700×2000(WD-5)

引違いＦＩＸ付 1 箇所 建具　1700×2500(WD-6)

片引ハンガー戸 1 箇所 建具　1850×2165(WD-7)

透明ガラス 77.1 ㎡ ガラス　3～5mm

線入り透明ガラス 28.8 ㎡ ガラス　6.8mm

網入り透明ガラス 2.3 ㎡ ガラス　6.8mm

床組コロガシ 25 ㎡ 木　大引45×90､根太65×45

床下地板 13 ㎡ 木　厚12、ｺﾝﾊﾟﾈ

床下縁甲板 8 ㎡ 木　厚15､化粧合板

框 2 ｍ 木　150×100

巾木 4 ｍ 木　150×25

軸組 7 ㎡ 木　真壁

押入 1 箇所 木　中段ﾏｸﾗ棚付､1750×2400

地板 2 箇所 木　450～600×3950､厚36

地板床の間 1 箇所 木　900×900

額縁 123 ｍ 木　40×25

額縁 5 ｍ 木　135×25

ブラインドボックス 39 ｍ 木　120×120

手摺 7 ｍ 木　φ45

額縁 20 ｍ 木　90×35

廻縁 19 ｍ 木　45×45

木製下駄箱 1 箇所 2170×1000×360

木製下駄箱 1 箇所 1700×900×400

洗面台 1 箇所 1800×750×458

洗面台 1 箇所 1300×750×458

洗面台 1 箇所 2200×750×458

洗面台 1 箇所 800×750×458

流し台 1 箇所 L1500

流し台 1 箇所 L1200

ガス台 2 箇所 L600

吊戸棚 1 箇所 L1500

吊戸棚 1 箇所 L1200

水切棚 1 箇所 L900

水切棚 1 箇所 L600

脱衣棚 1 箇所 ﾎﾟﾘ合板､1350×400×720

畳 8 帖

ブラインド 20.2 ㎡

人造大理石 6.18 ｍ 4箇所､W100～110

人造大理石 2.74 ｍ 2箇所､W130

踏摺 19 本 ｽﾃﾝﾚｽ製､L850～1700

受付カウンター 1 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製

ピクチャーレール 55 ｍ

［粗大施設］

14．受入・供給設備 受入ホッパ 3 ｔ １基、20m3､W4.0×L4.0×H1.5

供給コンベヤ 15 ｔ 1基､W1.2×L15.0
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

15．破砕・圧縮設備 保全ホイスト 50 kg 20t､吊ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ　１基

点検歩廊 1 式

爆風排気筒 1 式

切断機 15 ｔ １基

供給フィーダ 8 ｔ １基

破砕機 14 ｔ １基

16．搬出設備 排出コンベヤ 12 ｔ １基、W0.6×L13.0

可燃物コンベヤ№1 2.5 ｔ １基、W0.6×L7.0

可燃物コンベヤ№2 3 ｔ １基、W0.6×L10.0

切断物コンベヤ№1 7 ｔ １基、W0.6×L11.0

切断物コンベヤ№2 2 ｔ １基、W0.9×L6.0

17．選別設備 磁力選別機№1 1 ｔ １基

磁力選別機№2 0 ｔ １基

不燃物・可燃物等分離装置 3 t １基

風力選別機 2 基 ２基

アルミ選別機 0.08 ｔ １基

18．貯留設備 鉄貯留ホッパ 1 ｔ １基

アルミ貯留ホッパ 1 ｔ １基

不燃物貯留ホッパ 2.5 ｔ １基

不燃物貯留ホッパ用油圧ユニット 0.05 ｔ １基

圧縮装置 7 ｔ １基

19．集塵設備 サイクロン 1.2 ｔ １基

バグフィルタ 1.4 ｔ １基

排風機 1 ｔ １基

排気筒 1 ｔ φ0.6×H1.0

コンプレッサー 80 kg 2.2kW

20．配管 油圧配管 248 ｍ ScH80､10A～25A

油圧配管 83 ｍ SGP､25A

空気配管 138 ｍ SGP､20A

21．電気設備 破砕機現場盤 30 kg

自動給油装置現場盤 30 kg

供給コンベア現場盤 30 kg

切断物コンベア現場盤 70 kg

２ＦＬ現場盤 30 kg

３ＦＬ現場盤 30 kg

不燃貯留ホッパ現場盤 30 kg

集塵機現場盤 250 kg

金属プレス現場盤 200 kg

動力盤 500 kg W1600

動力盤 400 kg W800

ケーブル 15,860 ｍ CVV

ケーブル 600 ｍ CVVS

ケーブル 200 ｍ CVT

ケーブル 280 ｍ IV

ケーブルラック 90 本 300×3000

同軸ケーブル 600 ｍ 5C､２Ｖ

22．計装設備 中央制御盤 500 kg 鋼板製､W1500×B1500×H1500

23．土木建築

粗大施設躯体（屋根・壁含む）

（粗大施設躯体） 捨コンクリート 10 ㎥ FC-150-25-15

水密コンクリート 464 ㎥ FC-240-25-15

鉄筋コンクリート 630 ㎥ FC-210･240-25-15

異形鉄筋 143.722 ｔ

鋼材 67.793 ｔ

鋼材 5,033 本 HTB､16～22×35×70

屋上シート防水 89.4 ㎡ 厚1.5

防水端末処理 47.5 ｍ ｱﾙﾐ押え

鉄骨階段 3 箇所

鉄骨階段手摺 44.4 ｍ

タラップ 1 箇所 ｽﾃﾝﾚｽ製､L5000

ルーフドレーン 2 箇所 ｼｰﾄ防水用､φ100

グレーチング桝蓋 2 箇所 630×607

縁巻アングル 5 箇所 L100×100×7他

ホイストレール 2 箇所

有筋コンクリート 76.6 ㎥ 機械基礎　FC-240-25-15

（粗大施設壁） 外壁ＡＬＣ 582.9 ㎡ 厚125

間仕切ＡＬＣ 334.2 ㎡ 厚100

下地金物 479.3 ｍ L-75×75×6他

軒天フレキシブルボード 122 ㎡ 厚6

軒天ＬＧＳ 122 ㎡ 厚25

（粗大施設屋根） 瓦棒葺 834 ㎡ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板0.4mm

下地木毛セメント板 876 ㎡ 屋根　厚25

軒先ケラバ唐草 95.5 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W250

軒先水切･水上 31.2 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W450

軒先破風 93.3 ｍ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板､W600
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工事別 種別 数量 単位 形状・寸法

参考数量書

軒樋 60 ｍ 屋根　塩ビ

トップライト 2 箇所 屋根　600

トップライトハカマ水切 2 箇所 屋根　600

トップライト水上カバー 9.3 ㎡ 屋根　ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板0.4mm

爆発口ハカマ水切 1 箇所 屋根　1050×1200

呼竪樋 69.2 ｍ 屋根　VP､φ100

粗大施設内装 床長尺シート 29.4 ㎡ 内装　厚2

ソフト巾木 20.6 ｍ 内装　H75

プラスターボード 51.1 ㎡ 内装　厚12､不燃

壁ビニールクロス 51.1 ㎡ 内装　

ＬＧＳ 37.9 ㎡ 内装　65

天井ジプトーン 29.4 ㎡ 内装

粗大施設建築設備

（空調設備） パッケージ型空調機 1 台 空調設備　空冷ﾋｰﾎﾟﾝ壁掛

（排気設備） 換気扇 1 台 排気設備　羽根径φ200

有圧扇 10 台 排気設備　羽根径φ300～400

中間ダクトファン 2 台 排気設備　羽根径φ400

ダクト 123 ㎡ 排気設備　亜鉛鉄板♯6

ガラリ 7 個 排気設備　500～1200×300～600

防虫網 2 個 排気設備　750～1200×500～600

ダンパーＦＤ 2 個 排気設備　400～1000×400～500

粗大施設建具等 引違い 13 箇所 建具　1700･3500×1200(AW-1)

ランマ付片開ドア 1 箇所 建具　850×2800(AD-1)

片開きフラッシュドア 10 箇所 建具　850×2000(SD-1)

両開きフラッシュドア 1 箇所 建具　1700×2000(SD-2)

重量シャッター 2 箇所 建具　3500×3000(SS-2)

オーバースラーダー 1 箇所 建具　5000×4000(OD-1)

網入りガラス 29.7 ㎡ 建具　6.8mm

【その他施設】

24．洗車場 捨コンクリート 2.5 ㎥ FC-150

有筋コンクリート 13.9 ㎥ FC-210-15-25

異形鉄筋 0.601 ｔ SD295A D13

ヒューム管 2.3 ｍ φ150

グレーチング 4 ｍ W200､厚6

排水枡グレーチング 1 箇所 400角

グリーストラップ蓋 2 箇所 R4.5､650×950

マンホール 1 箇所 FRP製､φ600

25．車庫棟 捨コンクリート 8 ㎥ FC-150-25-15

鉄筋コンクリート 90.3 ㎥ FC-210･240-25-15

異形鉄筋 1.195 ｔ D10･D22

鋼材 20.057 ｔ

鋼材 1,806 本 HTB

ＡＬＣ 186 ㎡ 厚125

下地金物 210 ｍ L6×65～75×65～75

丸ハゼ折板 203.7 ㎡ ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板0.8mm

タイトフレーム 75.2 ｍ

軒先見切付面戸･水止面戸 57.6 ｍ

ケラバ包 19.7 ｍ W600

軒樋 50.8 ｍ 塩ビ製

落し口軒樋(塩ビ製) 5 ケ 塩ビ製

引違い窓 4 箇所 ｱﾙﾐｻｯｼ､1700×900(AW-1)

ガラリ 8 箇所 ｱﾙﾐ､600×600(AG-1)

片開フラッシュ戸 2 箇所 ｽﾁｰﾙｻｯｼ､850×2000(SD-1)

手動シャッター 4 箇所 6000×3500(OD-1)

網入りガラス 6.1 ㎡ 6.8mm

26．外構 道路表層 2,555 ㎡ 厚50

側溝 326.5 ｍ PU-3型､300A～400A

有筋コンクリート 8.8 ㎥ FC-210

コンクリート境界ブロック 323 ｍ CB-A

有筋コンクリート 25 ㎥ FC-210

異形鉄筋 0.05 ｔ SD295A D13

雨水枡排水管コンクリート 6.8 ㎥ FC-210

雨水枡排水管 175 ｍ VP100～150

門扉捨コンクリート 1.2 ㎥ FC-150

門扉有筋コンクリート 8.7 ㎥ FC-210

門扉異形鉄筋 0.05 ｔ SD295A D10～13

植栽 19 本 ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ､ﾋﾄﾞﾗﾂﾂｼﾞ､ｲﾇﾂｹ

外灯 2 本
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品目
プラットホーム 脚立（大） 2 脚

脚立（小） 1 脚
発電機 ー 台

監視室 テレビ 1 台
ＰＣ 1 台

階段下 消火器 3 本
事務室 スチール製戸棚 4 台
食堂・控室 消火器 3 本

木製サイドテーブル 2 台
木製テーブル 1 台
木製食器棚 1 台

和室 テレビ（ソニーKV-25DA65） 1 台
テレビ台 1 台

更衣室 洗濯機（日立NW-50H5） 1 台
物入れ 消火器 4 本
書庫 書類 1 式

コピー機 1 台
ＰＣモニター 1 本
スチール製ラック 1 台

更衣室（女） 書類 1 式
コピー機 2 台
ポリタンク 4 台

更衣室（男） スチール製ラック 4 台
スチール製ＰＣラック 1 台
アンプ 1 台
テレビ台 1 台
ＦＡＸ機 1 台
冷蔵庫（日立R-17Ａ1） 1 台
カードリーダー 1 台
掃除機 1 台
電子レンジ 1 台
衣類乾燥機 1 台

試験室 書類 1 式
スチール製机 1 台
回転椅子 3 脚
木製ＢＯＸ 1 個

ホール及び廊下 消火器 2 本
スチール製机 2 台
スチール製キャビネット 1 台

見学者通路 ガラスケース 3 台

掛川市環境保全センター 残置物処理（概算内訳書）

場所 数量

工場棟

1階

管理棟



木製小机 2 個
木製食器棚 1 台
扇風機（小） 1 台

中央操作室 回転椅子 6 脚
スチール製ＰＣラック 2 台
ＰＣプリンター 1 台
掃除機 1 台
冷蔵庫（ナショナルNR-1747R-X） 1 台

階段上 スチール製戸棚 1 台
車庫棟 スチール製机 5 台

応接セット 1 組
回転椅子 20 脚
黒板枠 2 台
スチール製折りたたみ椅子 1 脚
スチール製ラック 2 台
犬カゴ 7 個
プラ製パレット 4 枚
消火器 1 本
消火器（大） 1 本
スチール製看板 1 式
ドラム缶（テラスオイル） 2 本
ドラム缶（空） 1 本
書類 1 式
スチール製折りたたみテーブル 15 台
スチール製戸棚 1 台
木材（パレット） 1 式
金物 1 式
木製机 1 台
台車 1 台
コピー機 1 台
木製棚 1 台

構内道路（車庫棟前） 鋼製ボックス ー 個
外 椅子 1 脚

木棚 1 台
パレット 1 式
プラスチックカゴ 2000 個

屋外

全体

2階



　　掛川市環境保全センター解体工事　図面集

file［１ 焼却施設(建築①)］ file［３ 焼却施設(煙突)］ 191 二次押込ダクト組立図 file［９ 粗大施設］

192 余熱利用空気ダクト組立図 234 処理フロー図

101 全体配置図(1) 148 煙突一般図･基礎伏図 193 燃焼天井～連絡煙道ダクト図 235 断面図

102 全体配置図(2) 149 煙突配筋図(1) 194 排ガスダクト組立図 236 B1FL機械基礎配置図

103 仕上表(1) 150 煙突配筋図(2) 195 押込送風機構造図 237 1FL機械基礎配置図

104 仕上表(2) 196 二次空気送風機構造図 238 2FL機械基礎配置図

105 建物及び焼却炉断面図 file［４ 車庫棟･倉庫棟･ストックヤード］ 197 誘引送風機構造図 239 3FL機械基礎配置図

106 面積表 198 余熱利用送風機構造図 240 受入ホッパ外形図

107 東立面図 151 車庫棟一般図 199 ガス冷却送風機構造図 241 供給コンベヤ外形図

108 北立面図 152 車庫棟伏図･軸組図･基礎リスト 242 供給フィーダ外形図

109 西立面図 153 車庫棟鉄骨部材リスト･詳細図 file［７ 焼却施設（機械③）］ 243 破砕機外形図

110 南立面図 154 倉庫棟基礎伏図･基礎詳細図 244 爆風排気筒外形図

111 断面図(1) 155 倉庫棟外形図 200 炉下灰シュート詳細図 245 排出コンベヤ外形図

112 断面図(2) 156 ストックヤード一般図 201 灰搬出コンベヤ組立図 246 磁選コンベヤ外形図

113 矩形図 157 ストックヤード構造図(1) 202 炉下コンベヤ 247 可燃物コンベヤ№1外形図

114 建具配置図(1) 158 ストックヤード構造図(2) 203 №1灰出コンベヤ組立図 248 可燃物コンベヤ№2外形図

115 建具配置図(2) 159 ストックヤード建築一般図 204 №2灰出コンベヤ組立図 249 切断物コンベヤ№1外形図

116 建具配置図(3) 205 ダストコンベヤ(B,F用) 250 切断物コンベヤ№2外形図

117 建具表(1) file［５ 焼却施設（機械①）］ 206 ダストコンベヤ(ｶﾞｽ冷,空気予熱器用) 251 磁力選別機外形図

118 建具表(2) 207 ダストコンベヤ(空気予熱器用) 252 トロンメル外形図

119 建具表(3) 160 地階機器配置図 208 ダストセメントコンベヤ組立図 253 風力選別機№1外形図

161 １階機器配置図 209 養生コンベヤ組立図 254 アルミ選別機外形図

file［２ 焼却施設(建築②)］ 162 ２階機器配置図 210 ダスト固化設備全体配置図(平面) 255 鉄貯留ホッパ

163 ３階機器配置図 211 ダスト固化設備全体配置図(立面) 256 不燃物貯留ホッパ外形図

120 B2･B1階床伏図 164 ｸﾚｰﾝｶﾞｰﾀｰﾚﾍﾞﾙ機器配置図 212 ダスト定量供給装置外形寸法図 257 不燃物貯留ホッパ油圧装置

121 １階床伏図 165 処理フロー図 213 混練機全体組立図 258 金属プレス機外形図

122 ２階床伏図 166 フローシート(空気･排ガス) 214 ダスト固化設備集じん機 259 サイクロン外形図

123 ３階床伏図 167 フローシート(余熱利用) 215 ダストサイロ組立図 260 バグフィルタ外形図

124 +12.300伏図 168 フローシート(ダスト固化処理) 216 セメントサイロ組立図 261 排風機外形図

125 屋根伏図 169 フローシート(ろ液噴霧装置) 217 灰バンカー組立図

126 Ａ～Ｄ通り軸組図 170 フローシート(上水)

127 Ｄ´Ｆ･1～5通り軸組図 171 排水処理系統図 file［８ 焼却施設（機械④）］

128 6～14通り軸組図 172 トラックスケール外形寸法図

129 地中梁基礎リスト 173 投入ホッパー組立図 218 熱交換器

130 柱リスト 174 供給装置組立図 219 温水発生器

131 大梁リスト(1) 175 焼却炉本体鉄骨組立図(1) 220 温水給湯用タンク

132 大梁リスト(2) 176 焼却炉本体鉄骨組立図(2) 221 空気槽

133 小梁リスト 177 焼却炉本体鉄骨組立図(3) 222 屋外タンク防油堤図

134 スラブ･壁リスト･配筋図 178 焼却炉本体築炉構造図 223 排水処理設備配置図

135 鉄骨部材リスト･詳細図 179 燃焼装置組立図 224 計量槽

136 ラーメン配筋詳細図 180 炉下ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾗｯﾌﾟﾀﾞﾝﾊﾟｰ組立図 225 混和槽･ｐH調整槽

137 鉄骨詳細図 226 汚泥貯槽

138 地階柱芯図 file［６ 焼却施設（機械②）］ 227 薬液タンク組立図(1)

139 １階柱芯図 228 薬液タンク組立図(2)･ｽｸﾘｰﾝ

140 ２階柱芯図 181 ガス冷却室炉材施工図 229 ろ過塔

141 ３階柱芯図 182 ガス冷却室下シュート詳細図 230 ろ液噴霧装置配管図

142 クレーン階柱芯図 183 バグフィルター全体組立図 231 汚水ろ過器

143 機械基礎配筋図 184 バグフィルター組立断面図 232 ろ液貯留槽

144 焼却炉架台梁伏図 185 機械式ダスト除去装置 233 防臭剤タンク･防虫剤タンク

145 焼却炉架台軸組図 186 消石灰サイロ本体

146 炉架台鉄骨部材リスト･平面詳細図 187 煙道炉材施工図

147 焼却炉架台鉄骨詳細図 188 押込ダクト組立図(1)

189 押込ダクト組立図(2)

190 押込ダクト組立図(3)
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181 ガス冷却室炉材施工図
A3縮小図面



182 ガス冷却室下シュート詳細図
A3縮小図面



183 バグフィルタ全体組立図A3縮小図面



184 バグフィルタ組立断面図
A3縮小図面



185 機械式ダスト除去装置A3縮小図面



186 消石灰サイロ本体
A3縮小図面



187 煙道炉材施工図
A3縮小図面



188 押込ダクト組立図（１）
A3縮小図面



189 押込ダクト組立図（２）

A3縮小図面



190 押込ダクト組立図（３）

A3縮小図面



191 二次押込ダクト組立図
A3縮小図面



192 余熱利用空気ダクト組立図
A3縮小図面



193 燃焼天井～連絡煙道ダクト図
A3縮小図面



194 排ガスダクト組立図
A3縮小図面



195 押込送風機構造図
A3縮小図面



196 二次空気送風機構造図A3縮小図面



197 誘引送風機構造図
A3縮小図面



198 余熱利用送風機構造図
A3縮小図面



199 ガス冷却送風機構造図A3縮小図面
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参考資料

地下存置範囲図－１

：地下存置範囲



1.2m
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地下存置範囲図－２

：地下存置範囲



1.2m
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地下存置範囲図－３

：地下存置範囲
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地下存置範囲図－４

：地下存置範囲
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地下存置範囲図－５

：地下存置範囲
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地下存置範囲図－６

：地下存置範囲
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地下存置範囲図－７

：地下存置範囲
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地下存置範囲図－８

：地下存置範囲
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 アスベスト事前調査結果詳細－３
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 アスベスト事前調査結果詳細－４
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 アスベスト事前調査結果詳細－５
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 アスベスト事前調査結果詳細－６
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 アスベスト事前調査結果詳細－７
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 アスベスト事前調査結果詳細－８
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 アスベスト事前調査結果詳細－９
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 アスベスト事前調査結果詳細－１０



参考資料

 アスベスト事前調査結果詳細－１１
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 アスベスト事前調査結果詳細－１２
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 アスベスト試料採取位置図－1
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 アスベスト試料採取位置図－２



解体工事特記仕様書 6　石綿含有建材の事前調査 (1.4.1) 2　杭 （3.9.2) (4.4.1)

第１　工事概要 調査範囲 ※ 仕様書記載 ・ 杭の撤去 ※ 撤去する ・ 残置する（位置は図示により、残置杭図を作成すること）

1 工事名称 令和6年度~令和7年度債務負担行為　海岸防災林強化事業　掛川市環境保全センター解体工事 既存の設計図書 〇 有 ・ 無 解体方法 ・ 引抜き工法（ ・ 杭の処理： ） ・ 破砕工法

2 工事場所 掛川市　　浜野　　地内 石綿含有建材の調査報告書の貸与 〇 有 ・ 無 引き抜いた杭の処理　　※※ 分別解体する 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 〇 再資源化する

3 敷地面積 4,643㎡ 調査方法 〇 定性分析 ・ 定量分析 杭孔埋戻し ・ 山砂 ・ 砕石 HIDﾗﾝﾌﾟ ・ 再資源化しない

4 都市計画 〇 都市計画区域内 ・ 準都市計画区域内 ・ 都市計画区域外 分析による石綿含有建材の調査 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 〇 再資源化する

・ 線引 （ ・ 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ） 〇 非線引 分析対象：ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ 3　さく、照明設備等の附属物の解体 （3.10.1) 管、継手 ・ 再資源化しない

5 用途地域 〇 指定なし 分析方法(ｻﾝﾌﾟﾙ数：3ｻﾝﾌﾟﾙ/箇所) ※ 行う ・ 行わない 塩化ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管、 〇 再資源化する

6 防火地域 ・ 防火地域 ・ 準防火地域 〇 指定なし 材料名 定性分析(JISA1481-2) 定量分析(JISA1481-3) 解体範囲 ※ 図示 〇 全て 継手 ・ 再資源化しない

7 その他の 〇 風力係数算定のための地表面粗度区分 （ 〇 Ⅱ ・ Ⅲ ） 接着剤 〇 ( 箇所数 ： 39 ） ・ ( 箇所数 ： ） ｶﾞﾗｽ 〇 再資源化する

地域･地区 〇 風圧力算定のための基準速度 Ｖo＝32 m/s モルタル 〇 ( 箇所数 ： 2 ） ・ ( 箇所数 ： ） 4　樹木等 （3.11.1) ・ 再資源化しない

・ 積雪荷重　H12建設省告示1455号における区域　 別表 （ ※ 24 ・ ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 樹木等の移植 ・ 行う （ 移植先 ： ） 〇 行わない 小型二次電池 ・ 再資源化する

・ 騒音規制法に基づく指定区域 （ ・ １種 ・ ２種 ・ ３種 ・ ４種） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ 伐採 〇 抜根 ・ 再資源化しない

採取箇所 〇 事前調査結果詳細 ・ 伐採・抜根の範囲 ※ 図示 〇 全て

8 解体建物概要

7　施工数量調査 (1.5.2) 5　地下埋設物及び埋設配管 （3.12.1)

一部RC造 調査範囲 ( ※ 工事範囲内（ ※ 図示 ） ・ ) 既存図面による調査 〇 行う ・ 行わない 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

調査方法 ( ※ 設計図書と目視により、解体する建築物等の大きさ、数量等を確認する ) 地下埋設物及び埋設配管の解体 ※ 行う 〇 一部行わない 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

解体範囲 （ ※ 図示 ・ ）

8　技能士 ※ 仕様書による (1.6.2) 5　現場利用する再資源化された建設廃棄物 (4.4.1)

一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別 6　解体後の整地 (3.13.1) 種類 再利用する場所(箇所)等

9 工事内容 ※ 行う(各層30cm程度毎に締め固めること) ・ 行わない

掛川市環境保全センターの解体工事一式 〇 とび作業 整地高さ ・ 現況GL ： m ・ 設計GL ： m 〇 現況合わせ

なお、県内に一級技能士が少ない作業職種は、予め監督職員と協議することができる。

盛土等の種別 (標3.2.3)

9　検査 (1.7.2) 〇 A種 適用場所 ( ピット等 )

第２　仕様 中間検査 ※ 対象工事 （実施は中間検査実施基準による） ・ 対象外工事 ・ B種 適用場所 ( )

1 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事 ・ C種 適用場所 ( )

共通仕様書(令和４年版)」(以下｢標準仕様書｣という。)によるほか、下記仕様書のうち、○印を付いた 10　解体重機類 土質 ( )

ものを適用する。 ※ 低騒音型 ( ) ※ 低振動型 ( ) ・ 指定無し 受渡場所 ( )

〇 土木工事共通仕様書 ・ D種 適用場所 ( )

〇 建築工事標準図(令和４年版)（以下、標準詳細図という。） 11　事故報告 6　産業廃棄物広域認定制度による建設廃棄物の処理 (4.4.2)

〇 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)(以下「標準仕様書」という。） 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職 種類 再利用する場所(箇所)等

〇 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)令和４年度版」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 員に速やかに提出すること。また建設工事事故報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに登録すること。 ４章　建設廃棄物の処理
標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)による。(以下｢改修標準仕様書｣という。) 1　産業廃棄物管理票

〇 改訂　既存建築物の吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 12　異常気象時の報告 (財)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ（http://www.jwnet.or.jp）が運営する「情報処理ｾﾝﾀｰの登録

国土交通省住宅局建築指導課編集協力 異常気象時（大雨警報、暴風警報、大雪警報）及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やか （電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ）により行うこと。これにより難い場合は監督職員と協議する。

〇 営繕工事写真撮影要領(令和３年版)、工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編(平成30年版) に監督職員に報告する。

2 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 2　建設副産物情報交換システム

なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　）図による。 13　公共事業労務費調査に対する協力 本工事の情報を「建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ（COBRIS）」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、

3 設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、次の優 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に 工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにﾃﾞｰﾀ入力を行う。また、同ｼｽﾃﾑに

先順位により判定する。 掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 より、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

(1)質問回答書((2)から(5)までに対するもの)　　(2)現場説明書　　(3)特記仕様書 (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する。 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(4)別冊の図面　　(5)標準仕様書・改修標準仕様書 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、

4 特記仕様 その実施に協力しなければならない。 3　特定建設資材の処理 7　最終処分する建設廃棄物 (4.4.3)

(1)項目は、番号の前に○印の付いたものを適用する。 (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製 本工事は、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣第9条による分別解体等実施義務の対象建設

(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の

○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の 実施について適切な措置を講ずる。

○印と※印の付いた場合は、共に適用とし、適用範囲は図示とする。 一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定していた条件により

(3)特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 難い場合は、監督職員と協議する。

特記事項に記載の(改　)内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 14　既存部の汚損等 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称

特記事項に記載の(標　)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。 及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。

(4)受注者は南海トラフ地震に関連する情報（地震）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置

をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 ２章　仮設工事 〇 建築物に係る解体工事

上記事実が発生した場合は、静岡県建設工事請負契約約款第26条(臨機の措置)の規定による。 1　騒音・粉じん等の対策 (2.2.1)

 (5)[G] 印は｢静岡県環境物品等の推進に関する基本方針｣(以下｢基本方針｣という。)の公共工事に関わる   騒音・粉じん等の対策 〇 防音ﾊﾟﾈﾙ 〇 防音ｼｰﾄ 〇 養生ｼｰﾄ 〇 建築設備、内装材等 〇 有 ・ 手作業 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

特定調達品目を示す。 設置範囲 ※ 図示 ・ ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(6)環境対策(現場発生材の再利用及び分別収集等)に極力努めること。 〇 屋根ふき材 〇 有 ・ 手作業

(7)[建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(国土交通省) 2　足場その他 (2.2.2) ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 8　処理に注意を要する建設廃棄物 (4.5.1)

を遵守すること。 工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4によるほか、「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 〇 外装材、上部構造部材 〇 有 ・ 手作業

（厚生労働省平成21年４月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

第３ 電子納品等 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の 〇 基礎、基礎ぐい 〇 有 ・ 手作業 ・ CCA処理木材

1 納品の仕様等は「静岡県営繕事業に係る情報共有・電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」による。 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

2 貸与する設計図CADデータの有無 ※ 有り ・ 無し 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基 ・ その他 ・ 有 ・ 手作業

3 貸与するCADデータの使用範囲 づき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。 ( ) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

3　監理者事務所 (2.3.1) 〇 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（外構、工作物等） 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

１章　各章共通事項 規模、仕様 〇 10㎡程度 ・ 既存建物利用 ・

1　工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）への登録 (1.1.4) 備品等(標準仕様書によるほか下記による) ・ 仮設 ・ 有 ・ 手作業 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS） 〇 机 〇 椅子 ・ ｺﾞﾑ長靴 ・ 雨がっぱ ・ 保安帽 ・ 墜落制止用器具 〇 更衣ﾛｯｶｰ ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 製造業者に回収を委託する ・ 管理型最終処分場で埋設処分する

に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに 以上は監督職員 1 人分 〇 土工 〇 有 ・ 手作業

契約変更前の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。 ・ 書籍 ・ 白板 ・ 掛時計 ・ 寒暖計 ・ 懐中電灯 ・ 受注者加入電話の子機 ・ 消火器 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

〇 冷暖房機器 ・ ﾊﾟｿｺﾝ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続： ） 〇 基礎 〇 有 ・ 手作業 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

2　工事の一時中止 (1.1.9) 以上は各１ヶ ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

静岡県建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中にお 〇 本体構造 〇 有 ・ 手作業

ける工事現場の管理に関する計画書(以下｢基本計画書｣という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものと 4　工事用水 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

する。 構内既存の施設 ・ 利用できない ・ 本体付属品 ・ 有 ・ 手作業 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械 〇 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能口径　　　　φ 本） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･ 隣接グラウンドゴルフ場 〇 その他 〇 有 ・ 手作業

管理に関する基本的事項を明らかにする。 5　工事用電力 ( 側溝・舗装等 ) ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 石綿含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ及び砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ以外の石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 構内既存の施設 ・ 利用できない ・ 最終処分(埋立処分) ・ 再資源化

〇 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能電力 Ｗ 回路） 手作業・機械作業を併用する理由

3　工事の記録等 (1.2.3) 建築設備の取り外し（ 大型設備の引出し ）

共通仕様書1.2.3(4)による他、地中部分等で完了後の目視確認ができない部分、法令を遵守した施工方法、 6　仮設間仕切り (改2.3.2) 内装材料の取り外し（ 高所部分の取外し ）

杭の引抜き長さなどを、工事写真により、必ず記録すること。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 屋根葺材の取り外し（ 建物老朽化による ）

仮設間仕切りの種別と材質等

4　工事現場管理 (1.3.5) 種別 下地 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填 4　再資源化等

工事用車両の駐車場所 〇 図示 敷地内 ・ A種 ・ 木 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(9.5mm) ・ 無し ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K厚さ50mm以上 ※ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 (4.4.1)

資機材置場 〇 図示 敷地内 ・ B種 ・ 軽量鉄骨 ・ 合板(9.0mm) ・ 片面

・ C種 単管 防炎ｼｰﾄ 9　建設発生土の処理 (標3.2.5)

5　発生材の処理等 (1.3.10) 仮設間仕切りに設ける扉の材質等 〇 ｺﾝｸﾘｰﾄ 中村事業㈱ 掛川市大坂8278-1 ・ 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。

・ 引渡しを要するもの 材質 仕上げ 塗装 備考 搬出場所 ：

・ 金属類 ・ PCB含有物 ※ 木製 ※ 合板張り程度 ・ ・ 無し ・ 片面 〇 中村事業㈱ 掛川市大坂8278-1 受入条件 ：

〇 特別管理産業廃棄物 ・ ・ 処分費 ：

〇 廃石綿 〇 重金属類 〇 ダイオキシン類 仮置き場 ：

〇 現場において再利用を図るもの ３章　解体施工 ・ 木材 土壌汚染のおそれ ・ 無 ・ 有

〇 土砂等 1　事前措置 (3.2.1) 分析調査 ・ 無 ・ 有 該当有害物質 （ ）

設備機器 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 〇 ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 中村事業㈱ 掛川市大坂8278-1 調査対象 ※ 静岡県盛土等の規則に関する条例施行規則 別表第1の29物質

水道管 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 〇 場内指定場所に敷き均し

ｶﾞｽ管 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 〇 金属類 ・ 図示 〇 全体

電線引込み 〇 使用中 ・ 休止中 ・ 撤去済み ・ 場内指定場所に堆積

浄化槽 ・ 使用中 〇 休止中 ・ ・ 図示 ・

汚水及び汚物処理 〇 実施済 ・ 未実施(工事にて実施) 静岡県建設発生土マッチングアプリシステム等により他工事現場との調整を行うこと。

排水槽 ・ 使用中 〇 休止中 ・ なお、受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。

汚水及び汚物処理 〇 実施済 ・ 未実施(工事にて実施)

ｵｲﾙﾀﾝｸ ・ 使用中 〇 休止中 ・ 木材を指定建設資材廃棄物として縮減する

廃油処理 〇 実施済 ・ 未実施(工事にて実施) ・ 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品 ( )

注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

作図

建物名称 構造・階数 工事種別 建築面積㎡延べ面積㎡ 建設年度 備考

工場/管理棟 S造・2階 解体 2088.05 3484.92 H7.3月

煙突 RC造・59m 解体 H7.3月

車庫棟 S造・1階 解体 251.62 251.62 H7.3月

工事種目 技能検定職種 技能検定作業

仮設工事 とび

工程 作業内容 分別解体等の方法

工程 作業内容 分別解体等の方法

検図 日付 建設工事名
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掛川市総務部資産経営課 解体工事特記仕様書（R05.1)2024/3/18
令和6年度～令和7年度債務負担行為
海岸防災林強化事業　掛川市環境保全センター解体工事
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建設廃棄物の種類 再資源化の有無
再資源化施設の

名称等
所在地

種類 最終処分場の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

建設廃棄物の種類
中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
所在地

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設
資材(PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)



5章　特別管理産業廃棄物の処理 ・ JIS K 3850-1に基づいた測定

1　施工調査 (5.1.2)

・ 測定４ 25 5 30

・ 測定５

・ 47 10 120

・

・ 47 10 240

・

・

・

2　石綿含有吹付材の除去工法 (6.3.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示

2　特別管理産業廃棄物の処理 (5.4.1) 除去工法 ※ 共通仕様書6.3.2(1)による

・

除去した石綿含有吹付け材等飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化

残置灰

(ダイオキシン類) 処分方法 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融、無害化処理)

接着剤・モルタル

(アスベスト含有) 3　石綿含有保温材等の除去（石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む） (6.4.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示 ・

除去工法 ・ 破砕して除去 ・ 手ばらし

除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※ 湿潤化 ・ 固形化

除去した石綿含有保温材等の処分 ・ 埋立処分（管理型最終処分場）

注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

4　石綿含有成形板の除去 (6.5.1～4)

3　PCBを含む機器類 (5.4.1) 除去対象範囲 ※ 図示

引渡しを要する機器類 ・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外）の除去

・ 除去対象範囲 ・ 図示 ・

・ 除去した石綿含有成形板の処分

注)PCBを含む機器類は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督職員に引き渡すこと。 ・ 石綿含有せっこうボード

微量PCBの分析調査 ・ 行う ・ 行わない ※ 埋立処分（管理型最終処分場）

調査対象機器 ※ 図示 ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

・ 埋立処分（安定型最終処分場）

4　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の調査及び撤去 (5.4.1) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

〇 第一次判定(ｼｰﾘﾝｸﾞ材種の判定)

日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、材種の判定を行う。 ・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種）の除去

判定結果については、監督職員に速やかに報告する。 除去対象範囲 ・ 図示 ・

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 ※ 監督職員との協議による ・ 図示 隔離養生（負圧不要）方法 ・ 図示

採取箇所数 ※ 監督職員との協議による ・ 箇所 足場 ・ 図示

採取方法は「PCB含有判定ｼｰﾘﾝｸﾞ材ｻﾝﾌﾟﾙ採取ﾏﾆｭｱﾙ(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」を参考にすること。 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 ・ 埋立処分（安定型最終処分場）

・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

〇 第二次判定 （ ・ PCB含有量の判定 ・ 石綿含有量判定 ）

専門分析機関に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾙを送付し、含有量の分析を行う。なお、分析ｻﾝﾌﾟﾙの四周は 5　石綿含有建築用仕上塗材又は下地調整材の除去 (6.6.1～5)

除去し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。判定結果については、 対象仕上塗材 ・ 図示 〇 仕様書による

監督職員に速やかに報告する。 石綿含有の下地調整塗材 〇 有 ・ 無

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 （ ） 採取箇所数 （ ） 下地調整塗材の除去 〇 含む ・ 含まない ・ 下地調整塗材無

除去対象範囲 〇 全面 ・ 外壁補修個所等作業箇所のみ撤去 ・ 図示

撤去方法 〇 「標準施工要領書(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会/日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」による。 外壁補修等作業は、足場ｱﾝｶｰ設置、ｺｱ抜き、機器及び配管、配線器具類の固定等軽微な作業を示す。

〇 石綿含有成形板の除去に準じる 除去工法　　※仕様書による

撤去範囲 ※ 図示 ・ ・ 集じん装置併用手工具ｹﾚﾝ工法

注）PCB含有シーリング材は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督職員に引き渡すこと。 ・ 集じん装置付高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

・ 集じん措置付超高圧水洗工法（100MPa以上）

5　廃油 (5.4.1) ・ 超音波ｹﾚﾝ工法（HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き掃除機併用含む）

廃油の処理 ・ 焼却処分 ・ 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

処理施設等の名称 ( ) ・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa 程度）

所在地等 ( ) ・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa 以上）

・ 中間施設で再生処理 ・ 剥離剤併用超音波ｹﾚﾝ工法

処理施設等の名称 ( ) ・ 集じん装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法

所在地等 ( ) 上記工法によらない場合は、監督職員と協議の上、承諾を得ること

6　廃酸、廃アルカリ (5.4.1) 除去工法の試験施工 ・ 行う 〇 行わない

・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液 作業場の隔離及び養生 ※ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則による

処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) 除去した石綿含有仕上塗材の処分 〇 埋立処分（管理型最終処分場）

所在地等 ( ) ・ 埋立処分（安定型最終処分場）

・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 吸収冷凍機、直だき吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等

処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) 6　建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理 (6.6.1)

所在地等 ( ) 対象箇所 ・ フランジ用ガスケット（ダクト）

・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) ・ 配管用成形保温材

・ 図示

7　ダイオキシン類 (5.4.1) 撤去方法 ※ 図示

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査 ・ 行う 〇 行わない

空気中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定〇 行う ・ 行わない 7　官公庁への届出

解体工法 ※ 廃棄物焼却施設関連作業におけるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類ばく露防止対策要綱（基発0110第2号平成26 〇 労働安全衛生法に基づく届出

年1月10日厚生労働省労働基準局長通知）に基づき実施すること。 ・ 石綿障害予防規則に基づく届出

・ ・ 大気汚染防止法に基づく届出

処分方法 ※ 3ng-TEQ/g以下にて処理を行うこと。

・ 7章　特殊な建設副産物の処理
1　特殊な建設副産物の改修及び処分

6章　石綿含有建材の除去及び処理
1　石綿粉じん濃度測定 (6.1.3)

・ 石綿粉じん濃度測定

測定室 （ ） ﾌﾛﾝ ・ 行う

成形板の除去の際は、原則として粉じん濃度測定を実施しない。 ・ 行わない

ﾊﾛﾝ

石綿含有吹付材の粉塵濃度測定

六ふっ化硫黄

・ 処理作業前 測定１ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１ (SF6)ｶﾞｽ

・ 測定２ 調査対象室外部の付近 計 （ ） 点 大気 PFOS(ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛ)

・ 処理作業中 測定３ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１

・ 測定４ ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 計 （ ） 点 －

・ 測定５ 集じん・排気装置の排出口 出口吹出し風速1m/sec以下の －

(処理作業室外の場合) 位置計 （ ） 点

・ 測定６ 処理作業室外 計 （ ） 点 －

・ 施工区画周辺 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

・ 敷地境界 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

・ 処理作業後 測定７ 処理作業室内 計 （ ） 点 －

(ｼｰﾄ養生中) 2　冷媒(フロン類)の回収

・ 処理作業後 測定８ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１ 　業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

ｼｰﾄ撤去後 法律の定めに従って行う。

・ 1週間以降 測定９ 調査対象室外部の付近 計 （ ） 点 大気 　特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるものは、同法の定めに従って行う。

注1 各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点、300m2以下までは3点とする。

300m2を超えるものは、監督職員と協議する。

測定方法

・ 自動測定器による測定

・ 測定４ 粉じん相対濃度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、繊維状粒子自動測

・ 測定５ 定器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

作図

測定名称 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm) 試料の吸引流量(L/min) 試料の吸引時間(min)

適用 測定名称 測定時期 測定場所 測定点(各施工箇所ごと) 備考

分析調査を行う特別管理
産業廃棄物の種類

採取する部位又は箇所等

図番

/ 2

採取する数量 備考

特別管理産業廃棄物の種類 処理施設の名称等 所在地等

回収又は処分を
行う特殊な建設
副産物の種類

対象機器名称 分析調査
回収業者又は
処分場の名称等

保管場所、処分場の所在地等

掛川市総務部資産経営課 解体工事特記仕様書（R05.1)2024/3/18
令和6年度～令和7年度債務負担行為
海岸防災林強化事業　掛川市環境保全センター解体工事

2

測定名称 測定方法

検図 日付 建設工事名



適
用

明示が必要な場合 明示事項 内容

影響を受ける部分

影響を受ける工事内容

関連する工事内容

関連する工事の開始又は完了の時期

制限される施工内容

制限される施工時期、施工時間 8：00-17：00

制限される施工方法 発注仕様書記載

制約を受ける内容

協議内容

協議成立見込時期

影響を受ける部分

影響を受ける内容

調査項目

調査期間

地下埋設物等の移設が予定されている場合 移設期間

場所・範囲

処理の見込み時期

2 工事用地等の復旧 工事用地等の使用終了後の復旧
内容

場所・範囲

時期・機関

使用条件・復旧方法

場所・範囲

時間・時期

使用条件

復旧方法

場所・範囲 敷地内の樹木

処理方法 伐根、処分

1 公害防止
　（騒音、振動、粉塵、排
　出ガス等防止）

○
工事に伴う公害防止のため、施工方法、建
設機械・設備、作業時間等の指定が必要な
場合

施工方法、建設機械・設備、作業時間
低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規定及び排出ガス対策型建設機械
指定要領に基づき指定される建設機械・設備を使用するものとする。

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

4 濁水、湧水等の処理
○

濁水・湧水等の処理で特別の対策を必要と
する場合

処理施設、処理条件 除染水の処理にあたり、水質分析を行うこと

5 特別の環境対策
○

周辺住民の要望や関係官公署の指導等に
より特別の環境対策を必要とする場合

内容 防音パネルの設置、煙突解体時指定工法としてワイヤーソーを採用。

指定の内容

指定の期間

制限される施工方法

制限される作業時間帯

3 落石、雪崩、土砂崩落等の
防護施設

落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設
が必要な場合

防護施設の内容

4
交通規制 ○

交通規制を実施する場合
規制の内容 浜野交差点より現場までの区間：20km/h制限

延べ人数 150人

配置時間 交通誘導警備員A：　　　　　　　　　　　　　　　交通誘導警備員B：８：００～１７：００

6 有毒ガス及び酸素欠乏等
の対策

有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換気設
備が必要な場合

換気設備等の内容

7
高所作業

高所作業で落下・墜落等対策を指定する場
合

指定の内容

3

電波障害等に起因する事
業損失防止調査

3

2

明示項目

交通誘導警備員の配置

1

鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近
接する工事において施工方法等に制限が
ある場合

交通誘導警備員の配置を指定する場合

○

電波障害等に起因する事業損失が懸念さ
れる場合

立木伐採を行う必要がある場合

工事用仮設道路・資機材置き場用の用地を
借地させる場合

施工のための仮用地等として施工者に、官
有地等を使用させる場合

工事の施工に伴って発生する騒音、振動、
地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される
場合

土壌汚染、地下埋設物及び
埋蔵文化財の事前調査

借地

騒音、振動、地盤沈下、
地下水枯渇等の防止調査

工事用地等に未処理部分がある場合工事用地等の未処理部分1

施工時期、時間の制限

関係機関等との協議

関係機関、自治体等との協議の結果、特定
の条件が付され当該工事の工程に影響が
ある場合

○

当該工事の関係機関等との協議に未成立
のものがある場合

4 工事着手前に土壌汚染、地下埋設物及び
埋蔵文化財等の事前調査を必要を必要と
する場合

A
工
程
関
係

1

2

3

他の工事の開始又は完了の時期により、当
該工事の施工時期、全体工期等に影響が
ある場合

施工時期、施工時間及び施工方法が制限
される場合

関連工事との調整

D
安
全
対
策
関
係

5

交通安全施設

2 近接施工

C
環
境
対
策
関
係

 

 施　工　条　件　明　示　事　項
下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。
記載内容は、特記仕様書と同様の位置付けである。
なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督員に報告し、協議するものとする。

交通安全施設等を指定する場合

B
用
地
関
係

5 立木伐採

○

4 仮用地等として官有地の
提供



適
用

明示が必要な場合 明示事項 内容明示項目

制限される工事用資機材の搬入経路 浜野交差点より現場までの区間

制限される使用期間 工事期間中

制限される使用時間帯 工事期間中

搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置
が必要である場合

使用中・使用後の処置内容

仮設道路の仕様

安全施設等の設置期間

工事終了後の措置（存置又は撤去）

仮設道路の維持補修が必要である場合 内容

仮設備の内容

仮設備の期間

仮設備の条件

○
仮設の構造、工法及びその施工範囲を指
定する場合

仮設備の構造、施工方法、施工範囲 防音パネルの設置

仮設の設計条件を指定する場合 設計条件の内容

水替・流入防止施設が必要な場合 内容、期間

受入場所及び仮置き場所までの距離 場内処理

処分又は保管条件 場内処理

現場内利用の内容

減量化の内容

協議の進捗状況

工事内容

工事期間

周辺環境に与える影響の調査が必要な場
合

周辺環境調査の内容

対象工種 仮設工/除染工/撤去工

検査項目 仮設養生・セキュリティゾーン/除染完了状況/設備撤去工

時期 各工事完了時及び年度末

対象となる材料

時期

3 工事用資機材の保管及び
仮置き

工事用資機材の保管及び仮置きが必要な
場合

保管及び仮置き場所、期間、保管方法
等

4 工事現場発生品 工事現場発生品がある場合
品名・数量、現場内での再使用の有無
引渡場所

品名・数量・品質

規格又は性能

引渡場所・引渡期間

6 関連機関との近接協議 近接協議に係る条件及び内容

施工方法

施工条件

○ 工事用水を指定する場合 工事用水の内容 工事特記仕様書による

○ 工事電力を指定する場合 工事電力の内容 工事特記仕様書による

9 新技術・新工法・特許工法 新技術・新工法・特許工法を指定する場合 工法の内容

部分使用箇所

部分使用時期

11
共通仕様書に記載のない施工方法を指定
する場合

指定内容

12
施工管理基準に記載のない施工管理（出来
型、品質、写真管理）を指定する場合

指定内容

13 搬入土の指定をする場合 指定内容 土壌調査等を実施すること

監督員による材料検査の対象となる場合

地上、地下等における占用物件の有無及
び占用物件等で工事支障物が存在する場
合

地上、地下等の占用物件に係る工事期間と
重複して施工する場合

設計条件、施工工法等

5

2 材料検査

J
そ
の
他

中間検査1

8

10 部分使用

その他

仮設
　（仮土留、仮橋、足場等）

支障物件名、管理者名、位置、移設時
期、工事方法、防護等

再資源化処理施設又は最終処分場を指定
する場合

建設発生土が発生する場合

現場内での再利用又は減量化が必要な場
合

1 薬液注入

1

3

1

2

2

受入場所、距離等の処理条件

搬入経路、使用時間、使用時間帯等に
制限がある場合

○

F
仮
設
関
係

架設工法を指定する場合7

部分使用を行う必要がある場合

工事用水、電力

架設工法

I
薬
液
注
入
関
係

薬液注入を行う場合

G
建
設
副
産
物
関
係

H
工
事
支
障
物
件
等

○

建設発生土の搬出

建設副産物の利用

建設副産物及び建設廃棄
物の処理

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関
する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令によるほか、建
設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理する。

1 仮設物を他の工事に引き渡す場合及び
引き継いで使用する場合

処理方法、処理場所等の処理条件

仮設道路を設置する場合

〇

1 一般道の使用

支給材料及び貸与品がある場合

建設副産物及び建設廃棄物が発生する場
合

工事支障物件協議

検査員による中間検査の対象となる場合

○

支給品及び貸与品

E
工
事
用
道
路
関
係

仮道路
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掛川市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書（発注者指定型） 

 

１ 発注方式  

 本工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日推進工事（発注者指定

型）である。  

２ 定義  

(1) 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認め

られる状態をいう。  

(2) 対象期間 工期のうち、次に掲げる期間を除く期間をいう。  

ア 準備期間  

イ 後片付け期間  

ウ 年末年始休暇（６日間）  

エ 夏季休暇（３日間）  

オ 工場製作のみを実施している期間  

カ 工事全体を一時中止している期間  

キ 発注者があらかじめ対象外としている期間  

ク 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間  

(3) 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要

な作業を行う場合を除く。）  

(4) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて

１日を通して現場作業がない状態をいう。  

(5) 現場閉所（現場休息）率 対象期間内の現場閉所（現場休息）日数の割合（現場閉所

（現場休息）日数/対象期間日数）をいい、現場閉所（現場休息）率が 28.5％以上の

場合を４週８休以上、25％以上 28.5％未満を４週７休以上４週８休未満、21.4％以

上 25％未満を４週６休以上４週７休未満とする。なお、現場休息率の算出において、

現場休息の日数には現場閉所の日数を含むとともに、現場閉所日数には降雨、降雪等

による予定外の閉所日を含むものとする。  

３ 取組内容の設定  

 対象期間は、対象期間開始前の受発注者間協議により設定する。  
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４ 現場閉所（現場休息）の確認  

受注者は、対象期間開始前に週休２日取得計画が確認できる「現場閉所（現場休息）予

定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得たうえで週休２日に取り組む

ものとする。対象期間開始後に工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程

表等を提出するほか、現場閉所（現場休息）率確認時には、実施工程表等に「現場閉所（現

場休息）日」記載し監督員に提出するものとする。  

５ 現場閉所（現場休息）率の算出  

  監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等に

より対象期間内の現場閉所（現場休息）日数を確認のうえ現場閉所(現場休息)率を算出す

る。  

６ 工事間調整  

  受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設

備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じない

ように、各工事間（分離又は分割で発注した工事を含む）の調整を適切に実施する。  

７ 実施困難な場合の対応  

 受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に

受発注者間協議を行うこととする。  

８ 費用の計上  

 当初の予定価格の設定において、４週８休以上を前提に以下の(1)により労務費（予定価

格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工

単価）の労務費。以下同じ。）を補正している。発注者は、現場閉所（現場休息）の達成

状況を確認し、４週７休以上４週８休未満または４週６休以上４週７休未満に該当する

場合は、以下の(2)または(3)の現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務

費を補正して工事費を算出し、請負代金額を減額変更する。また、４週６休に満たない場

合については労務費補正分の全てを減額変更する。  

 (1) ４週８休以上 補正係数 1.05  

 (2) ４週７休以上４週８休未満 補正係数 1.03  

 (3) ４週６休以上４週７休未満 補正係数 1.01  

９ 関連工事  

  本工事において本特記仕様書による「関連工事」として扱う工事は以下のとおりである。  


